
令和2年 第1回 飯塚市議会定例会 議案 

議案番号 件    名 摘要 ページ 

 １ 令和元年度 飯塚市一般会計補正予算(第6号)   

 ２ 令和元年度 飯塚市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)   

 ３ 令和元年度 飯塚市工業用地造成事業特別会計補正予算(第2号)   

 ４ 令和元年度 飯塚市下水道事業会計補正予算(第3号)   

 ５ 令和2年度 飯塚市一般会計予算   

 ６ 令和2年度 飯塚市国民健康保険特別会計予算   

 ７ 令和2年度 飯塚市介護保険特別会計予算   

 ８ 令和2年度 飯塚市後期高齢者医療特別会計予算   

 ９ 令和2年度 飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計予算   

１０ 令和2年度 飯塚市小型自動車競走事業特別会計予算   

１１ 令和2年度 飯塚市農業集落排水事業特別会計予算   

１２ 令和2年度 飯塚市地方卸売市場事業特別会計予算   

１３ 令和2年度 飯塚市駐車場事業特別会計予算   

１４ 令和2年度 飯塚市工業用地造成事業特別会計予算   

１５ 令和2年度 飯塚市汚水処理事業特別会計予算   

 

 



 

議案番号 件    名 摘要 ページ 

１６ 令和2年度 飯塚市学校給食事業特別会計予算   

１７ 令和2年度 飯塚市水道事業会計予算   

１８ 令和2年度 飯塚市工業用水道事業会計予算   

１９ 令和2年度 飯塚市下水道事業会計予算   

２０ 令和2年度 飯塚市立病院事業会計予算   

２１ 飯塚市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例  ５ 

２２ 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例  ７ 

２３ 
飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例(行政協力員等関係) 
 ９ 

２４ 
飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例(農業委員等関係) 
 １１ 

２５ 
飯塚市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例 
 １５ 

２６ 飯塚市手数料条例の一部を改正する条例  １７ 

２７ 飯塚市教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例  ２１ 

２８ 飯塚市子育て支援センター条例の一部を改正する条例  ２４ 

２９ 飯塚市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例  ２８ 

３０ 飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例  ３１ 

 

 

 



 

議案番号 件    名 摘要 ページ 

３１ 飯塚市協働のまちづくり推進条例  ３３ 

３２ 飯塚市印鑑条例の一部を改正する条例  ３８ 

３３ 飯塚市営駐車場条例の一部を改正する条例  ４１ 

３４ 飯塚市農業施設条例の一部を改正する条例  ４７ 

３５ 飯塚市地方卸売市場条例の一部を改正する条例  ４９ 

３６ 契約の締結(鯰田交流センター建設工事)  ７７ 

３７ 財産の譲渡(牟田集会所建物)  ８９ 

３８ 財産の譲渡(庄内元吉第2集会所建物)  ９１ 

３９ 財産の無償貸付け(ふれあい広場)  ９３ 

４０ 土地の処分(パークタウン潤野)  ９５ 

４１ 権利の放棄(山倉外)  ９８ 

４２ 訴えの提起(立岩小学校敷の所有権移転登記手続請求)  １０１ 

４３ 訴えの提起(八木山小学校敷の所有権移転登記手続請求)  １０４ 

４４ 訴えの提起(旧鎮西中学校敷の所有権移転登記手続請求)  １０９ 

４５ 市道路線の廃止  １１３ 

 

 

 



 

議案番号 件    名 摘要 ページ 

４６ 市道路線の認定  １１６ 

４７ 教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めること   

４８ 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること   

４９ 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること   

５０ 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること   

５１ 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること   

報 告 

第1号 

専決処分の報告(市道上の車両損傷事故に係る損害賠償の額を定める

こと及びこれに伴う和解) 
 １２３ 

報 告 

第2号 
専決処分の報告(市営住宅の管理上必要な和解の申立て)  １２５ 

報 告 

第3号 

専決処分の報告(支払督促申立に対する異議申立て(市営住宅使用料

請求事件)) 
 １２６ 

報 告 

第4号 

専決処分の報告(支払督促申立に対する異議申立て(学校給食費請求

事件)) 
 １２７ 

報 告 

第5号 
平成30年度児童虐待に関する状況の報告  １２８ 

    

    

    

    

 

 

 



議案第21号 

 

飯塚市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

 

飯塚市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和2年2月25日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

提案理由 

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の

改正に伴い、関係規定を整備するため、本案を提出するものである。 

 

 

飯塚市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

飯塚市固定資産評価審査委員会条例(平成18年飯塚市条例第20号)の一部を次のよ

うに改正する。 

第6条第2項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情

報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第3条第1項」を「第6条第1

項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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飯塚市固定資産評価審査委員会条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

(書面審理) (書面審理) 

第6条 (略) 第6条 (略) 

2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組

織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出されたも

のとみなす。 

2 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法

律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組

織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出されたもの

とみなす。 

3～5 (略) 3～5 (略) 

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第22号 

 

飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

 

飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和2年2月25日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

提案理由 

最終答申をもって、担任する事務が終了したことにより、「飯塚市新地方卸売市場

整備事業者選定委員会」を廃止するため、本案を提出するものである。 

 

 

飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)の一部を次のよ

うに改正する。 

別表市長の部飯塚市新地方卸売市場整備事業者選定委員会の項を削る。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正) 

2 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年

飯塚市条例第39号)の一部を次のように改正する。 

別表新地方卸売市場整備事業者選定委員会委員の項を削る。 
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飯塚市附属機関の設置に関する条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

   ○飯塚市附属機関の設置に関する条例    ○飯塚市附属機関の設置に関する条例 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関の名称 担任する事務 

市長 (略) (略) 

飯塚市農業経営・生

産対策推進協議会 

農業基本方針の策定、農業経営及び農業の振興

対策等に関して調査審議すること。 

飯塚市公害防止対策

委員会 

クリーンセンターに係る公害防止協定書に基づ

き調査審議すること。 

(略) (略) 

教育委員会 (略) (略) 
 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関の名称 担任する事務 

市長 (略) (略) 

飯塚市農業経営・生

産対策推進協議会 

農業基本方針の策定、農業経営及び農業の振興

対策等に関して調査審議すること。 

飯塚市新地方卸売市

場整備事業者選定委

員会 

新地方卸売市場整備に関して公募型プロポーザ

ル方式による事業者の選定について審議及び審

査すること。 

飯塚市公害防止対策

委員会 

クリーンセンターに係る公害防止協定書に基づ

き調査審議すること。 

(略) (略) 

教育委員会 (略) (略) 
 

○飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 ○飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

区分 報酬の額 

(略) (略) (略) 

販路開拓支援補助金審査会委員 日額 15,000円 

行政協力員 月額 平等割 10,500円 

1世帯につき 98円 

(略) (略) (略) 
 

区分 報酬の額 

(略) (略) (略) 

販路開拓支援補助金審査会委員 日額 15,000円 

新地方卸売市場整備事業者選定委員会委員 日額 15,000円 

行政協力員 月額 平等割 10,500円 

1世帯につき 98円 

(略) (略) (略) 
 

附 則  

(施行期日)  

1 この条例は、公布の日から施行する。  

(飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正) 

 

2 (略)  
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議案第23号  

 

飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例(行政協力員等関係) 

 

飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

 

令和2年2月25日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

提案理由 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行

に伴い、行政協力員及び行政協力補助員の報酬に係る規定を削除するほか、関係規

定を整備するため、本案を提出するものである。 

 

 

飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例 

飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年飯

塚市条例第39号)の一部を次のように改正する。 

別表行政協力員の項及び行政協力補助員の項を削り、同表前各項に掲げる者以外

の特別職の職員の項中「特別職の職員」を「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第

3条第3項第3号に規定する特別職の職員」に改める。 

附 則 

この条例は、令和2年4月1日から施行する。 
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飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

区分 報酬の額 

 (略)  (略)  (略) 

新地方卸売市場整備事業者選定委員会委員 日額 15,000円 

農区長 月額 平等割 792円 

1戸につき 50円 

 (略)  (略)  (略) 

前各項に掲げる者以外の地方公務員法(昭和25

年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特

別職の職員 

予算の範囲内で市長が別に定める額 

 

区分 報酬の額 

 (略)  (略)  (略) 

新地方卸売市場整備事業者選定委員会委員 日額 15,000円 

行政協力員 月額 平等割 10,500円 

1世帯につき 98円 

行政協力補助員 月額 平等割 830円 

1世帯につき 54円 

農区長 月額 平等割 792円 

1戸につき 50円 

 (略)  (略)  (略) 

前各項に掲げる者以外の特別職の職員 

 

 

予算の範囲内で市長が別に定める額 

 

附 則  

この条例は、令和2年4月1日から施行する。  
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議案第24号  

 

飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例(農業委員等関係) 

 

 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

 

  令和2年2月25日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

提案理由 

 農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ支給する報酬を定めるため、

本案を提出するものである。 

 

 

飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例 

 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年

飯塚市条例第39号)の一部を次のように改正する。 

 別表中 

「 

農業委員会 会長 月額 47,800円 

副会長 月額 39,600円 

委員 月額 36,900円 

農地利用最適化推進委員 月額 26,000円 

」を 

「 

農業委員会 会長 月額 47,800円 

年額 農地等の利用の
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最 適 化 の 推 進

(農業委員会等

に 関 す る 法 律

(昭和 26年法律

第 88号 )第 6条第

2項に規定する

農地等の利用の

最適化をいう。

以下同じ。)のた

めの活動及び成

果 の 実 績 に 応

じ、市長が別に

定める額 

副会長 月額 39,600円 

年額 農地等の利用の

最適化の推進の

ための活動及び

成果の実績に応

じ、市長が別に

定める額 

委員 月額 36,900円 

年額 農地等の利用の

最適化の推進の

ための活動及び

成果の実績に応

じ、市長が別に

定める額 

農地利用最適化推進委員 月額 26,000円 

年額 農地等の利用の

最適化の推進の

ための活動及び

成果の実績に応
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じ、市長が別に

定める額 

」に 

改める。 

   附 則 

 この条例は、令和2年4月1日から施行する。 
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飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

区分 報酬の額 

 (略)  (略)  (略)  (略) 

農業委員会 会長 月額 47,800円 

年額 農地等の利用の最適化

の推進(農業委員会等に

関する法律(昭和26年法

律第88号)第6条第2項に

規定する農地等の利用

の最適化をいう。以下同

じ。)のための活動及び

成果の実績に応じ、市長

が別に定める額 

副会長 月額 39,600円 

年額 農地等の利用の最適化

の推進のための活動及

び成果の実績に応じ、市

長が別に定める額 

委員 月額 36,900円 

年額 農地等の利用の最適化

の推進のための活動及

び成果の実績に応じ、市

長が別に定める額 

農地利用最適化推進委員 月額 26,000円 

年額 農地等の利用の最適化

の推進のための活動及

び成果の実績に応じ、市

長が別に定める額 

 (略)  (略)  (略)  (略) 
 

区分 報酬の額 

 (略)  (略)  (略)  (略) 

農業委員会 会長 月額 47,800円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 月額 39,600円 

 

 

 

 

委員 月額 36,900円 

 

 

 

 

農地利用最適化推進委員 月額 26,000円 

 

 

 

 

 (略)  (略)  (略)  (略) 
 

附 則  

この条例は、令和2年4月1日から施行する。  
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議案第25号  

 

飯塚市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例 

 

飯塚市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように定める。 

 

令和2年2月25日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

提案理由 

会計年度任用職員の健康診断に伴う負担金等について、現金での支払によらず報

酬から控除することができるようにし、また期末手当の支給に関する規定を整備す

るため、本案を提出するものである。 

 

 

飯塚市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例 

飯塚市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年飯塚市

条例第21号)の一部を次のように改正する。 

第9条中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項の次に次の1項を加える。 

4 報酬から控除することができるものは、職員給与条例第7条第2項の規定を準用す

る。この場合において、同条同項中「給与」とあるのは「報酬」と読み替えるも

のとする。 

第12条第1項第1号中「翌月」を「翌日」に改める。 

附 則 

この条例は、令和2年4月1日から施行する。 
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飯塚市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

(給与の支給方法等) (給与の支給方法等) 

第9条 (略) 第9条 (略) 

2・3 (略) 2・3 (略) 

4 報酬から控除することができるものは、職員給与条例第7条第2項の規定を準用

する。この場合において、同条同項中「給与」とあるのは「報酬」と読み替える

ものとする。 

 

5・6 (略) 4・5 (略) 

(期末手当) (期末手当) 

第12条 (略) 第12条 (略) 

(1) 基準日現在で直前の基準日の翌日以降の任期の合計が6月以上である者 (1) 基準日現在で直前の基準日の翌月以降の任期の合計が6月以上である者 

(2) (略) (2) (略) 

2～5 (略) 2～5 (略) 

附 則  

この条例は、令和2年4月1日から施行する。  
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議案第26号  

 

飯塚市手数料条例の一部を改正する条例 

 

飯塚市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和2年2月25日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

提案理由 

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍

の附票の除票の写し等の交付に関する規定が設けられたことに伴い、当該規定に基

づく住民票及び戸籍の附票の除票の写し等に係る交付手数料を定めるため、本案を

提出するものである。 

 

 

飯塚市手数料条例の一部を改正する条例 

飯塚市手数料条例(平成18年飯塚市条例第55号)の一部を次のように改正する。 

別表第5号中 

「 

住民基本台帳法第11条第

1項、第11条の2第1項、

第12条第1項、第12条の2

第1項又は第12条の3第1

項若しくは第2項の規定

による住民票の写し若し

くは証明書の交付又は住

民基本台帳の一部の写し

の閲覧 

住民票の写しの交付 1通につき 300円 

住民票の記載事項証明書の

交付 

証明事項1件につき

 300円 

住民基本台帳の一部の写し

の閲覧 

1件につき 300円 
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」を 

「 

住民基本台帳法第11条第

1項又は第11条の2第1項

に規定する住民基本台帳

の一部の写しの閲覧 

住民基本台帳の一部の写し

の閲覧 

1件につき 300円 

住民基本台帳法第12条第

1項、第12条の2第1項、

第12条の3第1項及び第2

項の規定による住民票の

写し又は第15条の4第1項

から第4項までの規定に

よる除票の写しの交付 

住民票の写し又は除票の写

しの交付 

1通につき 300円 

住民基本台帳法第12条第

1項、第12条の2第1項、

第12条の3第1項及び第2

項の規定による住民票の

記載事項証明書又は第15

条の4第1項から第4項ま

での規定による除票の記

載事項証明書の交付 

住民票の記載事項証明書又

は除票の記載事項証明書の

交付 

証明事項1件につき 

300円  

        」に、 

「 

住民基本台帳法第20条第

1項から第4項までの規定

による戸籍の附票の写し

の交付 

戸籍の附票の写しの交付 1通につき 300円 

」を 

「 

住民基本台帳法第20条第

1項から第4項までの規定

による戸籍の附票の写し

戸籍の附票の写し又は戸籍

の附票の除票の写しの交付 

1通につき 300円 
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又は第21条の3第1項から

第4項までの規定による

戸籍の附票の除票の写し

の交付 

」に 

改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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飯塚市手数料条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略) 

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)関係 (5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)関係 

事務 名称 金額 

住民基本台帳法第11条第1

項又は第11条の2第1項に規

定する住民基本台帳の一部

の写しの閲覧 

住民基本台帳の一部の写し

の閲覧 

1件につき 300円 

住民基本台帳法第12条第1

項、第12条の2第1項、第12

条の3第1項及び第2項の規

定による住民票の写し又は

第15条の4第1項から第4項

までの規定による除票の写

しの交付 

住民票の写し又は除票の写

しの交付 

1通につき 300円 

住民基本台帳法第12条第1

項、第12条の2第1項、第12

条の3第1項及び第2項の規

定による住民票の記載事項

証明書又は第15条の4第1項

から第4項までの規定によ

る除票の記載事項証明書の

交付 

住民票の記載事項証明書又

は除票の記載事項証明書の

交付 

証明事項1件につき 300円 

 (略)  (略)  (略) 

住民基本台帳法第20条第1

項から第4項までの規定に

よる戸籍の附票の写し又は

第21条の3第1項から第4項

までの規定による戸籍の附

票の除票の写しの交付 

戸籍の附票の写し又は戸籍

の附票の除票の写しの交付 

1通につき 300円 

 

事務 名称 金額 

住民基本台帳法第11条第1

項、第11条の2第1項、第12

条第1項、第12条の2第1項又

は第12条の3第1項若しくは

第2項の規定による住民票

の写し若しくは証明書の交

付又は住民基本台帳の一部

の写しの閲覧 

 

 

住民票の写しの交付 1通につき 300円 

住民票の記載事項証明書の

交付 

証明事項1件につき 300円 

住民基本台帳の一部の写し

の閲覧 

1件につき 300円 

 (略)  (略)  (略) 

住民基本台帳法第20条第1

項から第4項までの規定に

よる戸籍の附票の写しの交

付 

 

 

戸籍の附票の写しの交付 1通につき 300円 

 

(6)～(11) (略) (6)～(11) (略) 

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第27号 

 

飯塚市教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

飯塚市教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和2年2月25日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

提案理由 

北九州市及び福岡市の義務教育諸学校に勤務する県費負担教職員の給与負担が福

岡県から両政令市に移譲されたことに伴い、福岡県公立学校職員の給与に関する条例

(昭和32年福岡県条例第51号)が改正され、福岡県公立学校職員(常勤講師)の給与が見

直されたことから、これを参考にして本市教育職員の給与を見直すため、本案を提出

するものである。 

 

 

飯塚市教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

飯塚市教育職員の給与等に関する条例(平成21年飯塚市条例第8号)の一部を次のよ

うに改正する。 

第7条第2項中「100分の5.0」を「100分の1.8」に改める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。 

(地域手当等に関する経過措置) 

2 この条例による改正後の飯塚市教育職員の給与等に関する条例(以下「教職員給与

条例」という。)第7条第2項の規定にかかわらず、当分の間、その者の受ける給料

月額のほか、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の5.4(以下「現給支給割合」

という。)を乗じて得た地域手当の月額からこの条例による改正後の教職員給与条

例第第7条第2項の規定により得た地域手当の月額を減じた額を給料として支給す

る。 

21



3 前項の規定による給料を支給される職員の期末手当及び勤勉手当の額は、この条

例による改正後の教職員給与条例第7条第2項に定める割合を用いて算定される期

末手当又は勤勉手当(以下この項において「改正後の期末手当又は勤勉手当」とい

う。)の額に現給支給割合を用いて算定される期末手当又は勤勉手当の額から改正

後の期末手当又は勤勉手当の額を減じた額を加算した額とする。 

4 第2項の規定による給料を支給される職員の教職員給与条例第15条の規定により

準用される飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号)第18条の

規定における第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額については、この条例に

よる改正後の教職員給与条例第7条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

5 第2項の規定による給料を支給される職員に係る飯塚市職員の懲戒の手続及び効

果に関する条例(平成18年飯塚市条例第27号)の規定及びこれに基づく規則等の規

定の適用については、同項の給料は、教職員給与条例第5条の給料としない。 
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飯塚市教育職員の給与等に関する条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

(地域手当) (地域手当) 

第7条 (略) 第7条 (略) 

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の1.8を乗じて得

た額とする。 

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の5.0を乗じて得

た額とする。 

附 則  

(施行期日)  

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。  

(地域手当等に関する経過措置)  

2 この条例による改正後の飯塚市教育職員の給与等に関する条例(以下「教職員給

与条例」という。)第7条第2項の規定にかかわらず、当分の間、その者の受ける

給料月額のほか、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の5.4(以下「現給支

給割合」という。)を乗じて得た地域手当の月額からこの条例による改正後の教

職員給与条例第第7条第2項の規定により得た地域手当の月額を減じた額を給料

として支給する。 

 

3 前項の規定による給料を支給される職員の期末手当及び勤勉手当の額は、この

条例による改正後の教職員給与条例第7条第2項に定める割合を用いて算定され

る期末手当又は勤勉手当(以下この項において「改正後の期末手当又は勤勉手当」

という。)の額に現給支給割合を用いて算定される期末手当又は勤勉手当の額か

ら改正後の期末手当又は勤勉手当の額を減じた額を加算した額とする。 

 

4 第2項の規定による給料を支給される職員の教職員給与条例第15条の規定によ

り準用される飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号)第18

条の規定における第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額については、この

条例による改正後の教職員給与条例第7条第2項の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

 

5 第2項の規定による給料を支給される職員に係る飯塚市職員の懲戒の手続及び

効果に関する条例(平成18年飯塚市条例第27号)の規定及びこれに基づく規則等

の規定の適用については、同項の給料は、教職員給与条例第5条の給料としない。 
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議案第28号 

 

飯塚市子育て支援センター条例の一部を改正する条例 

 

飯塚市子育て支援センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和2年2月25日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

提案理由 

子育て支援センターを指定管理者に管理させることができるようにするため、本

案を提出するものである。 

 

 

飯塚市子育て支援センター条例の一部を改正する条例 

飯塚市子育て支援センター条例(平成23年飯塚市条例第22号)の一部を次のように

改正する。 

第11条を第16条とし、第8条から第10条までを5条ずつ繰り下げる。 

第7条を第11条とし、同条の次に次の1条を加える。 

(利用許可の取消し等) 

第12条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用

の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することがで

きる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(2) 第10条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。 

(3) 利用許可を受けた後、前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。 

(4) 虚偽その他不正な行為により利用の許可を受けたとき。 

(5) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。 

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市及び指定管理者は、その責めを

負わない。ただし、同項第5号及び第6号の場合は、この限りでない。 
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第6条を第8条とし、同条の次に次の2条を加える。 

(利用者) 

第9条 支援センターは、乳幼児及びその保護者が利用することができる。 

(利用の許可) 

第10条 支援センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなけ

ればならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条

件を付することができる。 

第5条第2項中「市長」の次に「(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指

定管理者。第10条、第11条及び第12条第1項において同じ。)」を加え、同項に次の

ただし書を加える。 

ただし、指定管理者はあらかじめ市長の承認を得なければならない。 

第5条を第7条とし、第4条を第6条とする。 

第3条を第4条とし、同条の次に次の1条を加える。 

(指定管理者が行う業務) 

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。 

(1) 支援センターの利用に関すること。 

(2) 支援センターの維持管理に関すること。 

(3) 前条に掲げる事業の実施に関すること。 

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援センターの運営に関し市長が必要と認める

こと。 

第2条の次に次の1条を加える。 

(指定管理者による管理) 

第3条 市長は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規

定する指定管理者をいう。以下同じ。)に支援センターの管理を行わせることがで

きる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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飯塚市子育て支援センター条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

(指定管理者による管理)  

第3条 市長は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に

規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に支援センターの管理を行わせること

ができる。 

 

第4条 (略) 第3条 (略) 

(指定管理者が行う業務)  

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。  

(1) 支援センターの利用に関すること。  

(2) 支援センターの維持管理に関すること。  

(3) 前条に掲げる事業の実施に関すること。  

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援センターの運営に関し市長が必要と認める

こと。 

 

第6条 (略) 第4条 (略) 

(開所時間及び休所日) (開所時間及び休所日) 

第7条 (略) 第5条 (略) 

2 前項の規定にかかわらず、市長(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、

指定管理者。第10条、第11条及び第12条第1項において同じ。)が特に必要がある

と認めるときは開所時間及び休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることが

できる。ただし、指定管理者はあらかじめ市長の承認を得なければならない。 

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは開所時間及び

休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。 

第8条 (略) 第6条 (略) 

(利用者)  

第9条 支援センターは、乳幼児及びその保護者が利用することができる。  

(利用の許可)  

第10条 支援センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなけ

ればならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

 

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、

条件を付することができる。 

 

第11条 (略) 第7条 (略) 

(利用許可の取消し等)  

第12条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用

の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することがで

きる。 

 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  
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(2) 第10条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。  

(3) 利用許可を受けた後、前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。  

(4) 虚偽その他不正な行為により利用の許可を受けたとき。  

(5) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。  

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。  

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市及び指定管理者は、その責め

を負わない。ただし、同項第5号及び第6号の場合は、この限りでない。 

 

第13条～第16条 (略) 第8条～第11条 (略) 

   附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第29号 

 

飯塚市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

飯塚市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

令和2年2月25日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

提案理由 

 子ども医療費の支給について、外来に係る医療費の助成対象を小学校第6学年修了

前から中学校第3学年修了前までに拡大するほか、関連規定を整理するため、本案を

提出するものである。 

 

 

飯塚市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

飯塚市子ども医療費の支給に関する条例(平成18年飯塚市条例第127号)の一部を次

のように改正する。 

第2条第1項第1号イ及びウ中「12歳」を「15歳」に改め、同条第2項第2号中「飯塚

市重度障がい者医療の支給に関する条例」を「飯塚市重度障がい者医療費の支給に

関する条例」に改める。 

第12条中「又は担保に供し」を「担保に供し」に改める。 

附 則 

(施行期日等) 

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。 

2 この条例による改正後の飯塚市子ども医療費の支給に関する条例(以下「改正後

の子ども条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」とい

う。)以後に受ける医療に係る医療費から適用する。 

 (準備行為) 

3 市長は、施行日前においても、改正後の子ども条例第5条及び第6条の規定による
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受給資格の認定及び子ども医療証の交付等の事務に必要な準備行為をすることが

できる。 
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飯塚市子ども医療費の支給に関する条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 子ども 本市の区域内に住所を有する者で次のいずれかに該当する者をい

う。 

(1) 子ども 本市の区域内に住所を有する者で次のいずれかに該当する者をい

う。 

ア (略) ア (略) 

イ 6歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月3

1日までの間にある者 

イ 6歳に達する日以後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月3

1日までの間にある者 

ウ 15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月

31日までの間にある者 

ウ 12歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月

31日までの間にある者 

(2)・(3) (略) (2)・(3) (略) 

2 前項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる者は子どもとしない。 2 前項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる者は子どもとしない。 

(1) (略) (1) (略) 

 (2) 飯塚市重度障がい者医療費の支給に関する条例(平成18年飯塚市条例第139

号)に規定する対象者 

 (2) 飯塚市重度障がい者医療の支給に関する条例(平成18年飯塚市条例第139

号)に規定する対象者 

 (3) (略)  (3) (略) 

(受給権の保護) (受給権の保護) 

第12条 子ども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押

さえることができない。 

第12条 子ども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供し、又は差

し押さえることができない。 

   附 則  

 (施行期日等)  

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。  

2 この条例による改正後の飯塚市子ども医療費の支給に関する条例(以下「改正後

の子ども条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)

以後に受ける医療に係る医療費から適用する。 

 

 (準備行為)  

3 市長は、施行日前においても、改正後の子ども条例第5条及び第6条の規定によ

る受給資格の認定及び子ども医療証の交付等の事務に必要な準備行為をするこ

とができる。 
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議案第30号 

 

飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例 

 

飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和2年2月25日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

提案理由 

 牟田集会所及び庄内元吉第2集会所を廃止するため、本案を提出するものである。 

 

 

   飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例 

 飯塚市集会所及び生活館条例(平成18年飯塚市条例第143号)の一部を次のように改

正する。 

別表牟田集会所の項及び庄内元吉第2集会所の項を削る。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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飯塚市集会所及び生活館条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

名称 位置 

(略) (略) 

  

大日寺〆尾集会所 飯塚市大日寺195番地1 

(略) (略) 

  

北勢田集会所 飯塚市勢田1785番地3 

(略) (略) 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

名称 位置 

(略) (略) 

牟田集会所 飯塚市潤野1133番地29 

大日寺〆尾集会所 飯塚市大日寺195番地1 

(略) (略) 

庄内元吉第2集会所 飯塚市庄内元吉169番地7 

北勢田集会所 飯塚市勢田1785番地3 

(略) (略) 
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議案第31号  

 

飯塚市協働のまちづくり推進条例 

 

飯塚市協働のまちづくり推進条例を次のように定める。 

 

令和2年2月25日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

提案理由 

協働のまちづくりにおける基本理念を定め、市民等、地域活動団体、市民活動団

体及び市の役割を明らかにするとともに、市の支援等に関し必要な事項を定め、協

働のまちづくりを推進するため、本案を提出するものである。 

 

 

飯塚市協働のまちづくり推進条例 

目次 

 前文 

第1章 総則(第1条―第4条) 

第2章 市民等、活動団体及び市の役割(第5条―第10条) 

第3章 協働のまちづくり(第11条―第14条) 

第4章 飯塚市協働のまちづくり推進委員会(第15条) 

第5章 雑則(第16条・第17条) 

附則 

飯塚市は、福岡県の中央に位置し、豊かな自然、歴史、文化を有し、大学をはじ

め、研究機関や医療機関が集積した筑豊の中心都市です。 

将来にわたり明るく住みよい、共に支え合うまちづくりを実現するために、市民

一人ひとりの人権が大切にされ、市民相互が豊かに交流し、助け合い、安全安心で

住み続けたい郷土のまちづくりを推進しています。 

全国的に見られるように、飯塚市においても、少子高齢化、核家族化の進行によ

り、人と人とのつながりが希薄化する一方で、市民等、自治会をはじめとした地域
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活動団体、NPOなどの市民活動団体がまちづくりの担い手として、様々な分野で果た

す役割が大きくなっています。 

このため、市は、市民等及び活動団体と情報共有を図り、市民等の多様な意見を

反映できる機会を設けながら、人権尊重及び男女共同参画の視点にたち、それぞれ

の役割に応じた取組を進めることで、地域の課題を自らが解決できるような市民の

力や地域の力を醸成し、自主自立した協働のまちづくりを推進するため、この条例

を制定します。 

第1章 総則  

(目的) 

第1条 この条例は、飯塚市の協働のまちづくりにおける基本理念を定め、市民等、

活動団体(地域活動団体及び市民活動団体をいう。以下同じ。)及び市の役割を明

らかにするとともに、協働のまちづくりに係る市の支援等に関し必要な事項を定

め、協働のまちづくりを推進することを目的とする。  

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 協働 市民等、活動団体及び市が、相互の理解と尊重の下、対等な関係と

なるよう役割と責任の分担を明確にし、共通の目的及び目標に向かって相互に

取り組むことをいう。 

(2) 市民等 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 市内に住所又は居所を有する者 

イ 市内に事務所若しくは事業所を有する個人及び法人又は市内に存する事

務所若しくは事業所に勤務する者 

ウ 市内に存する学校に在学する者 

(3) 市 市長その他の執行機関をいう。 

(4) 地域活動団体 自治会、まちづくり協議会その他市内の一定の地域を単位

とする組織であって、市民が相互に助け合うことを目的とした団体をいう。 

(5) 市民活動団体 NPO、ボランティア団体その他の市民の自主的な活動により、

公益の増進に寄与することを目的とした団体であって、営利を目的としないも

のをいう。 

(6) まちづくり協議会 市内12地区に設置された交流センターを拠点として、当

該地区の市民等及び活動に賛同する団体で構成される協議会をいう。 

(基本理念) 
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第3条 飯塚市の協働のまちづくりは、市民一人ひとりの人権を大切にし、市民等、

活動団体及び市の、相互の理解、尊重及び協力に基づき推進するものとする。 

(条例事項の尊重) 

第4条 市民等、活動団体及び市は、この条例で定める事項を尊重するものとする。 

第2章 市民等、活動団体及び市の役割  

(市民等の役割) 

第5条 市民等は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、地域社会に関心を

持ち、自らできることを考え、自治会活動など協働のまちづくりの実践に努める

ものとする。 

2 市民等は、自らが居住する区域等の自治会加入に努めるものとする。 

(自治会の役割) 

第6条 自治会は、その区域内の自治会活動において、市民等が交流し、助け合いな

がら、課題の解決に取り組むとともに、協働のまちづくりの推進に努めるものと

する。 

(まちづくり協議会の役割) 

第7条 まちづくり協議会は、その地区内において、中核となる組織として、構成団

体及び市と調整を図り、課題の解決に取り組むとともに、活動を通して、協働の

まちづくりの推進に努めるものとする。 

(地域活動団体の役割) 

第8条 地域活動団体は、地域内のつながりを構築するとともに、個人では解決困難

な課題について地域でできることを考え、その課題の解決を図る取組等を通じて

協働のまちづくりの推進に努めるものとする。  

(市民活動団体の役割) 

第9条 市民活動団体は、地域性及び専門性をいかし、活動の質を高め、継続して協

働のまちづくりの推進に努めるものとする。  

(市の役割) 

第10条 市は、市民等及び活動団体の自主性を尊重し、協働のまちづくりの推進に

関し必要な施策を講じるものとする。  

2 市は、活動団体が行う協働のまちづくりに資する活動等に対し、必要な支援を行

うものとする。 

第3章 協働のまちづくり 

(協働の推進) 

第11条 市民等、活動団体及び市は、人権尊重及び男女共同参画の視点にたち、相
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互にそれぞれの特徴をいかし合いながら、共通の課題を解決し、協働のまちづく

りを積極的に推進するよう努めるものとする。 

(人づくり) 

第12条 市民等、活動団体及び市は、協働のまちづくりの人材発掘と、育成の充実

に努めるものとする。 

(情報の共有) 

第13条 市民等、活動団体及び市は、協働のまちづくりを推進するため、相互に情

報を共有することに努めるものとする。ただし、市民等の権利及び利益を侵害し

ないよう配慮しなければならない。 

(市職員の意識及び参加推進) 

第14条 市職員は、協働のまちづくりの重要性を認識するとともに、自らも地域社

会の一員として、積極的にまちづくりに参加するよう努めなければならない。 

第4章 飯塚市協働のまちづくり推進委員会 

(飯塚市協働のまちづくり推進委員会の設置等) 

第15条 この条例の実効性を高め、協働のまちづくりを推進するため、飯塚市協働

のまちづくり推進委員会を置く。  

2 飯塚市協働のまちづくり推進委員会の組織及び運営に関する事項は、規則で定め

る。 

第5章 雑則 

(条例の見直し) 

第16条 市長は、必要に応じてこの条例を見直すものとする。  

(委任) 

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

 (施行期日） 

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。 

(飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部改正) 

2 飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)の一部を次の

ように改正する。 

別表市長の部飯塚市地域まちづくり推進条例(仮称)策定委員会の項を削る。 
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飯塚市協働のまちづくり推進条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

○飯塚市附属機関の設置に関する条例 ○飯塚市附属機関の設置に関する条例 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関の名称 担任する事務 

市長 (略) (略) 

飯塚市健康づくり・

食育推進協議会 

健康づくりや食育推進のための計画の策定に関

して調査審議すること。 

  

(略) (略) 

教育委員会 (略) (略) 
 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関の名称 担任する事務 

市長 (略) (略) 

飯塚市健康づくり・

食育推進協議会 

健康づくりや食育推進のための計画の策定に関

して調査審議すること。 

飯塚市地域まちづく

り推進条例(仮称)策

定委員会 

飯塚市地域まちづくり推進条例(仮称)の策定に

関して調査審議すること。 

(略) (略) 

教育委員会 (略) (略) 
 

附 則  

(施行期日)  

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。  

(飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部改正)  

2 (略)  
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議案第32号 

 

飯塚市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

飯塚市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和2年2月25日提出 

 

飯塚市長 片 峯  誠 

 

 

提案理由 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律(令和元年法律第37号)が施行されたことに伴い、成年被後見人に関す

る事項の変更を行うほか、関係規定を整備するため、本案を提出するものである。 

 

 

飯塚市印鑑条例の一部を改正する条例 

飯塚市印鑑条例(平成18年飯塚市条例第164号)の一部を次のように改正する。 

第2条第2項中「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改める。 

第4条第2項中「記録されている」を「記載(法第6条第3項の規定により磁気ディ

スク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を

含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされ

ている」に改める。 

第6条第4号中「(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法によ

り一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって

調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)」を削り、同条第8号中「記録され

ている」を「記載がされている」に改める。 

第11条中第5号を削り、第6号を第5号とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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飯塚市印鑑条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

(登録の資格) (登録の資格) 

第2条 (略) 第2条 (略) 

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者について

は、印鑑の登録を受けることができない。 

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び成年被後見人については、印鑑

の登録を受けることができない。 

(登録申請の不受理) (登録申請の不受理) 

第4条 (略) 第4条 (略) 

2 前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住

民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法

第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確

実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票

にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部

を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、

当該印鑑を登録することができる。 

2 前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住

民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録さ

れている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている

印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。 

 (印鑑の登録)  (印鑑の登録) 

第6条 市長は、前条の規定により確認が終わったときは、直ちに印鑑票に次に掲

げる事項を登録する。 

第6条 市長は、前条の規定により確認が終わったときは、直ちに印鑑票に次に掲

げる事項を登録する。 

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合に

あっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされて

いる場合にあっては、氏名及び当該通称) 

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定

により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録してお

くことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、

記録。以下同じ。)がされている場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人

住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通

称) 

(5)～(7) (略) (5)～(7) (略) 

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされて

いる氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印

鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記 

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されてい

る氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑

により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記 

(登録の抹消) (登録の抹消) 

第11条 市長は、登録者について、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたと

きは、当該印鑑票を消除し、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。 

第11条 市長は、登録者について、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたと

きは、当該印鑑票を消除し、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。 

(1)～(4) (略)  (1)～(4) (略) 

  (5) 後見開始の審判を受けて、成年被後見人となったとき。 

(5) (略) (6) (略) 
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附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第33号  

 

飯塚市営駐車場条例の一部を改正する条例 

 

飯塚市営駐車場条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和2年2月25日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

提案理由 

本町駐車場、東町駐車場の廃止、飯塚立体駐車場の「供用時間」の変更、飯塚立

体駐車場及び飯塚文化会館駐車場の「上限料金」の設定に伴い、関係規定を整備す

るため、本案を提出するものである。 

 

 

飯塚市営駐車場条例の一部を改正する条例 

飯塚市営駐車場条例(平成18年飯塚市条例第170号)の一部を次のように改正する。 

第3条中「駐車場の管理」を「市長」に、「行わせるものとする」を「駐車場の管

理を行わせることができる」に改める。 

第5条第1項ただし書を削り、同条第2項中「ただし書」を削り、「指定管理者」を

「市長」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。 

2 前項の規定にかかわらず、市長(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、

指定管理者。次項、第11条及び第13条(第1項ただし書を除く。)において同じ。)

は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。ただし、指

定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者は、あらかじめ市長の承

認を受けなければならない。 

 第7条第1項中「発行のとき」を「発行まで」に改める。 

 第8条の見出しを「（供用時間外駐車損害金の徴収）」に改め、同条第1項中「駐車

した自動車を」を「飯塚文化会館駐車場においては、駐車した自動車を」に改め、

同項ただし書中「及び第6条第4項の定期駐車券による駐車」を削る。 

 第11条中「指定管理者」を「市長」に改める。 
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 第13条中「指定管理者」を「市長」に改め、「、あらかじめ市長の承認を得て」を

削り、同条後段を削り、同条に次のただし書を加える。 

ただし、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者はあらかじ

め市長の承認を受けなければならない。 

第13条に次の1項を加える。 

2 前項の場合において、市長は、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなけ

ればならない。 

別表第1を次のように改める。 

別表第1(第2条関係) 

駐車場の名称及び位置 

名称 位置 

飯塚文化会館駐車場 飯塚市飯塚14番66号 

飯塚立体駐車場 飯塚市飯塚14番7号 

別表第2を次のように改める。 

別表第2(第5条関係) 

駐車場の供用日及び供用時間等 

名称 供用日 供用時間 入出庫できる時間 

飯塚文化会館

駐車場 

1月1日から12月31日まで 8時から22時まで 8時から22時まで 

飯塚立体駐車

場 

1月1日から12月31日まで 0時から24時まで 0時から24時まで 

別表第3を次のように改める。 

別表第3(第6条関係) 

駐車料金 

名称 料金区分 料金(1台につき) 

飯塚文化会館

駐車場 

時 間 制

料金 

基本料金 1時間以内 200円 

1時間を超え4時間以内 310円 

割増料金 4時間を超え30分ごとに 100円 

上限料金 1日につき1,200円以内で規則で定める額 

飯塚立体駐車

場 

時 間 制

料金 

基本料金 1時間以内 200円 

1時間を超え4時間以内 310円 

割増料金 4時間を超え30分ごとに 100円 
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上限料金 1日につき1,200円以内で規則で定める額 

備考 

1 上記の料金は、消費税及び地方消費税を含む。 

2 割増料金の算定の場合においては、30分未満の端数があるときは、その端数は

30分として計算する。 

3 この表において「1日」とは、第5条に規定する供用時間の間における連続する

利用をいう。 

別表第5を次のように改める。 

別表第5(第6条関係) 

定期駐車券 

名称 料金区分(1台につき) 

1箇月定期 3箇月定期 

飯塚立体駐車場 7,330円 20,850円 

備考 

1 上記の料金は、消費税及び地方消費税を含む。 

2 満車時は、利用できないものとする。 

附 則 

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 
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飯塚市営駐車場条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

(指定管理者による管理) (指定管理者による管理) 

第3条 市長は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2第3項に

規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に駐車場の管理を行わせることができ

る。 

第3条 駐車場の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2

第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。 

(供用日及び供用時間等) (供用日及び供用時間等) 

第5条 駐車場の供用日、供用時間並びに入庫及び出庫時間は、別表第2のとおりと

する。 

第5条 駐車場の供用日、供用時間並びに入庫及び出庫時間は、別表第2のとおりと

する。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長

の承認を得て、これを変更することができる。 

2 前項の規定にかかわらず、市長(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、

指定管理者。次項、第11条及び第13条(第1項ただし書を除く。)において同じ。)

は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。ただし、指

定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者は、あらかじめ市長の承

認を受けなければならない。 

3 前項の場合において、市長は、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しな

ければならない。 

 

 

 

 

 

2 前項ただし書の場合において、指定管理者は、当該駐車場の見やすい箇所にそ

の旨を掲示しなければならない。 

(料金の徴収) (料金の徴収) 

第7条 料金は、自動車を駐車した者が自動車を出庫するときに徴収する。ただし、

前条第3項のプリペイドカード及び同条第4項の定期駐車券による駐車の料金に

ついては、発行までに徴収する。 

第7条 料金は、自動車を駐車した者が自動車を出庫するときに徴収する。ただし、

前条第3項のプリペイドカード及び同条第4項の定期駐車券による駐車の料金に

ついては、発行のときに徴収する。 

2 (略) 2 (略) 

(供用時間外駐車損害金の徴収) (供用時間外駐車損害の徴収) 

第8条 飯塚文化会館駐車場においては、駐車した自動車を出庫時間を過ぎても出

庫させず、供用時間外の駐車となった場合は、損害金として1時間当たり100円を

徴収する。ただし、次条に規定する自動車の駐車は除く。 

第8条 駐車した自動車を出庫時間を過ぎても出庫させず、供用時間外の駐車とな

った場合は、損害金として1時間当たり100円を徴収する。ただし、次条に規定す

る自動車の駐車及び第6条第4項の定期駐車券による駐車は除く。 

2 (略) 2 (略) 

(駐車の拒否) (駐車の拒否) 

第11条 市長は、駐車場において次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、

駐車を拒否することができる。 

第11条 指定管理者は、駐車場において次の各号のいずれかに該当すると認める場

合は、駐車を拒否することができる。 

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 

(休止) (休止) 

第13条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐

車場の全部又は一部の供用を休止することができる。ただし、指定管理者に管理

を行わせる場合にあっては、指定管理者はあらかじめ市長の承認を受けなければ

第13条 指定管理者は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるとき

は、あらかじめ市長の承認を得て、駐車場の全部又は一部の供用を休止すること

ができる。この場合において、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなけ

44



ならない。 

2 前項の場合において、市長は、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しな

ければならない。 

ればならない。 

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 

駐車場の名称及び位置 駐車場の名称及び位置 

名称 位置 

  

飯塚文化会館駐車場 飯塚市飯塚14番66号 

飯塚立体駐車場 飯塚市飯塚14番7号 

 

名称 位置 

本町駐車場 飯塚市本町19番38号 

飯塚文化会館駐車場 飯塚市飯塚14番66号 

飯塚立体駐車場 飯塚市飯塚14番7号 

東町駐車場 飯塚市飯塚12番10号 
 

別表第2(第5条関係) 別表第2(第5条関係) 

駐車場の供用日及び供用時間等 駐車場の供用日及び供用時間等 

名称 供用日 供用時間 入出庫できる時間 

    

飯塚文化会

館駐車場 

1月1日から12月31日まで 8時から22時まで 8時から22時まで 

飯塚立体駐

車場 

1月1日から12月31日まで 0時から24時まで 0時から24時まで 

 

名称 供用日 供用時間 入出庫できる時間 

本町駐車場 1月1日から12月31日まで 8時から22時まで 8時から22時まで 

飯塚文化会

館駐車場 

1月1日から12月31日まで 8時から22時まで 8時から22時まで 

飯塚立体駐

車場 

1月1日から12月31日まで 7時から22時まで 7時から22時まで 

東町駐車場 1月1日から12月31日まで 9時から22時まで 9時から22時まで 
 

別表第3(第6条関係) 別表第3(第6条関係) 

駐車料金 駐車料金 

名称 料金区分 料金(1台につき) 

     

飯塚文化会

館駐車場 

時間制料金 基本料金 1時間以内 200円 

1時間を超え4時間以内 310円 

割増料金 4時間を超え30分ごとに 100円 

上限料金 1日につき1,200円以内で規則で定める額 

飯塚立体駐

車場 

時間制料金 基本料金 1時間以内 200円 

1時間を超え4時間以内 310円 

割増料金 4時間を超え30分ごとに 100円 

上限料金 1日につき1,200円以内で規則で定める額 

 

名称 料金区分 料金(1台につき) 

本町駐車場 時間制料金 基本料金 1時間以内 200円 

割増料金 1時間を超え30分ごとに 100円 

飯塚文化会

館駐車場 

時間制料金 基本料金 1時間以内 200円 

1時間を超え4時間以内 310円 

割増料金 4時間を超え30分ごとに 100円 

飯塚立体駐

車場 

時間制料金 基本料金 1時間以内 200円 

1時間を超え4時間以内 310円 

割増料金 4時間を超え30分ごとに 100円 

東町駐車場 時間制料金 基本料金 1時間以内 200円 

割増料金 1時間を超え30分ごとに 100円 
 

備考 備考 
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1 上記の料金は、消費税及び地方消費税を含む。 1 上記の料金は、消費税及び地方消費税を含む。 

2 割増料金の算定の場合においては、30分未満の端数があるときは、その端

数は30分として計算する。 

2 割増料金の算定の場合においては、30分未満の端数があるときは、その端

数は30分として計算する。 

3 この表において「1日」とは、第5条に規定する供用時間の間における連続

する利用をいう。 

 

別表第5(第6条関係) 別表第5(第6条関係) 

定期駐車券 定期駐車券 

名称 料金区分(1台につき) 

1箇月定期 3箇月定期 

   

飯塚立体駐車場 7,330円 20,850円 
 

名称 料金区分(1台につき) 

1箇月定期 3箇月定期 

本町駐車場 7,330円 20,850円 

飯塚立体駐車場 7,330円 20,850円 
 

備考 備考 
1 上記の料金は、消費税及び地方消費税を含む。 1 上記の料金は、消費税及び地方消費税を含む。 

2 満車時は、利用できないものとする。 2 供用時間外の入出庫は、できないものとする。 

 3 満車時は、利用できないものとする。 

附 則 

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 
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議案34号  

 

飯塚市農業施設条例の一部を改正する条例 

 

飯塚市農業施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和2年2月25日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

提案理由 

 潤野下区農機具保管庫を廃止するため、本案を提出するものである。 

 

 

飯塚市農業施設条例の一部を改正する条例 

 飯塚市農業施設条例(平成30年飯塚市条例第39号)の一部を次のように改正する。 

 別表潤野下区農機具保管庫の項を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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飯塚市農業施設条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

1 農機具保管庫 1 農機具保管庫 

名称 位置 

(略)  (略) 

下三緒農機具保管庫 飯塚市下三緒264番地 

  

(略)  (略) 
 

名称 位置 

(略)  (略) 

下三緒農機具保管庫 飯塚市下三緒264番地 

潤野下区農機具保管庫 飯塚市潤野1052番地1 

(略)  (略) 
 

2 (略) 2 (略) 

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第35号 

 

飯塚市地方卸売市場条例の一部を改正する条例 

 

飯塚市地方卸売市場条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和2年2月25日提出 

 

飯塚市長    片 峯  誠 

 

 

提案理由 

卸売市場法(昭和46年法律第35号)の一部改正及び福岡県卸売市場条例(昭和46年

福岡県条例第46号)の廃止に伴い、関連規定を整備するほか、飯塚市地方卸売市場の

業務に関し必要な措置を講じるため、本案を提出するものである。 

 

 

飯塚市地方卸売市場条例の一部を改正する条例 

飯塚市地方卸売市場条例(平成18年飯塚市条例第185号)の一部を次のように改正

する。 

目次中「第16条」を「第19条」に、「第17条―第23条」を「第20条―第26条」に、

「第24条―第27条」を「第27条―第30条」に、「第28条―第61条」を「第31条―第

51条」に、「第62条」を「第52条」に、「第63条―第67条」を「第53条―第57条」

に、「第68条―第73条」を「第58条―第63条」に、「第74条―第82条」を「第64条

―第73条」に改める。 

第1条中「及び福岡県卸売市場条例(昭和46年福岡県条例第46号。以下「県条例」

という。)」を削り、「基づいて飯塚市が開設する地方卸売市場」を「基づき、飯塚

市地方卸売市場(以下「市場」という。)」に改める。 

第2条の見出し中「及び面積」を削り、同条中「飯塚市地方卸売市場」を「市場」

に、「、位置及び面積」を「及び位置」に改め、「面積 46,130平方メートル」を

削る。 

第3条第1項中「飯塚市地方卸売市場(以下「市場」という。)」を「市場」に改め、
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同項第2号中「加工品」の次に「、その他の関連商品」を加える。 

第5条第1項中「午前4時から午後4時」を「午前0時から午後12時」に改め、同条第

2項中「法第58条第1項の規定により福岡県知事(以下「県知事」という。)の許可を

受けて」を「市長の許可を受け」に、「市長が別に定めることができる」を「規則

で定めるものとする」に改める。 

第6条を削り、第1章中第5条の次に次の1条を加える。 

(開設者の責務) 

第6条 市長は、市場の業務の運営に関し、卸売業者、買受人(市長の承認を受け、

市場において卸売業者から生鮮食料品等の卸売を受ける者をいう。以下同じ。)、

出荷者その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に

対して、不当に差別的な取り扱いを行ってはならない。 

第30条から第34条までを削る。 

第29条第2項中「せり売又は入札の方法によることが著しく不適当であると認めて、

市長が承認したとき」を「市長がせり売又は入札の方法によることが著しく不適当

であると認めたとき」に改め、同項第7号中「第41条第1項」を「第38条第1項」に改

め、同条第4項中「第72条」を「第62条」に改め、同条を第32条とする。 

第28条を第31条とし、第27条を第30条とする。 

第26条第1項中「第24条第1項」を「第27条第1項」に改め、同条第2項中「第8条第

2項」を「第12条第2項」に、「第9条」を「第13条」に、「第11条」を「第15条」に

改め、同条を第29条とする。 

第25条第1号中「第17条第3項第1号」を「第20条第3項第1号」に改め、同条を第28

条とする。 

第24条第4項第1号中「第17条第3項第1号」を「第20条第3項第1号」に改め、同項

第2号中「第76条第1項第3号」を「第67条第1項第3号」に改め、同条を第27条とする。 

第23条ただし書及び同条第3号を削り、同条中第4号を第3号とし、第5号を第4号と

し、同条を第26条とする。 

第22条を第25条とする。 

第21条中「第17条第3項各号」を「第20条第3項各号」に改め、同条第4号を削り、

同条第5号中「県条例並びに」を削り、同号を同条第4号とし、同条を第24条とする。 

第20条第3項中「第17条第3項」を「第20条第3項」に改め、同条を第23条とする。 
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第19条第1項中「第17条第1項」を「第20条第1項」に改め、同条を第22条とする。 

第18条を第21条とする。 

第17条第3項第2号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改め、同項3号中「第21条」を「第24

条」に、「第76条第1項第2号」を「第67条第1項第2号」に改め、同項第6号中「適格」

を「適確」に改め、同条を第20条とする。 

第16条を削る。 

第15条第1号中「第76条第2項」を「第67条第2項」に改め、同条を第19条とする。 

第14条第1項中「第12条第5項第1号」を「第16条第5項第1号」に改め、同条を第18

条とする。 

第13条を第17条とする。 

第12条第1項中「せり人」の次に「(卸売業者が卸売場で生鮮食料品等の卸売をす

るときにおいて、せり売の方法により販売する業務に従事させる者をいう。以下同

じ。)」を加え、「、県条例第22条第1項の規定に基づくせり人の資格を有するとと

もに同条第2項の規定により県知事に届出を行った者で」を削り、同条第5項第2号中

「禁錮
こ

」を「禁錮」に改め、「若しくは県条例」を削り、同項第3号中「第14条」を

「第18条」に、「第76条第2項」を「第67条第2項」に、「登録の取消しを受けた者」

を「登録の取消しを受け、」に改め、同項第4号中「(市場において卸売業者から生

鮮食料品等の卸売を受けている者をいう。以下同じ。)」を削り、同条を第16条とす

る。 

第11条を第15条とし、第10条を第14条とし、第9条を第13条とする。 

第8条第1項中「法第58条第1項」を「第8条第1項」に改め、「県知事から」を削り、

同条を第12条とする。 

第7条の次に次の4条を加える。 

(卸売業務の許可) 

第8条 市場において卸売の業務を行おうとする者は、取扱品目の部類ごとに、市長

の許可を受けなければならない。 

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより許可申請書を市長

に提出しなければならない。 

3 市長は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をし

てはならない。 
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(1) 申請者が破産者で復権を得ない者であるとき。 

(2) 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せ

られた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくな

った日から起算して3年を経過しない者であるとき。 

(3) 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第

77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。 

(4) 申請者が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、その他の暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団を利す

るおそれがあると認められる者であるとき。 

(5) 申請者が次条第1項又は第67条第1項第1号の規定による許可の取消しを受け

た日から起算して3年を経過しない者であるとき。 

(6) 申請者が法人である場合は、その業務を執行する役員のうちに第1号から前

号までのいずれかに該当する者があるとき。 

(7) 申請者が卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識、経験又は資力信用を

有しない者であるとき。 

(8) 第1項の許可をすることによって卸売業者の数が前条に定める数を超えるこ

ととなるとき。 

(卸売業務の許可の取消し) 

第9条 市長は、卸売業者が前条第3項第1号から第4号まで若しくは第6号に該当する

こととなったとき、又はその業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しな

くなったと認めるときは、前条第1項の許可を取り消すものとする。 

2 市長は、卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく

処分に違反し、業務の停止命令を受けた場合であって、当該違反行為の改善の見

込みがないときのほか、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可

を取り消すことができる。 

(1) 正当な理由がないのに前条第1項の許可を受けた日から起算して30日以内に

第12条第1項の保証金を預託しないとき。 

(2) 正当な理由がないのに前条第1項の許可を受けた日から起算して30日以内に

その業務を開始しないとき。 

(3) 正当な理由がないのに引き続き30日以上その業務を休止したとき。 
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(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。 

3 前2項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により

行わなければならない。 

(名称変更等の届出) 

第10条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を

市長に届け出なければならない。 

(1) 卸売の業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。 

(2) 名称又は住所を変更したとき。 

(3) 定款、役員又は資本金若しくは出資金の額を変更したとき。 

2 卸売業者が死亡し、又は解散したときは、当該卸売業者の相続人又は清算人は、

遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 

(事業報告書の提出等) 

第11条 卸売業者は、年度ごとに事業報告書を作成し、事業年度経過後90日以内に

市長に提出しなければならない。 

2 卸売業者は、前項の事業報告書に係る閲覧の申し出があった場合には、貸借対照

表及び損益計算書について、次の各号に掲げる正当な理由がある場合を除き閲覧

させなければならない。 

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがない

と認められる者から閲覧の申出がなされた場合 

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目

的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合 

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合 

3 前項の閲覧は、インターネットの利用その他の適切な方法によりさせなければな

らない。 

第35条を第33条とし、第36条を第34条とする。 

第37条第2項中「第43条第1項第3号の規定により」を削り、同条を第35条とする。 

第38条を削る。 

第39条中「法第58条第1項」を「第8条第1項」に改め、同条を第36条とする。 

第40条第1項中「買受人」の次に「その他の卸売を受ける者」を加え、同条を第37

条とする。 
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第41条第1項ただし書中「次の各号のいずれかに該当する場合」を「買受人の買受

けを不当に制限することとならないとき」に改め、同項第1号から第3号までを削り、

同条第2項を次のように改める。 

2 卸売業者は、前項ただし書による卸売をしたときは、規則で定めるところにより、

市長に報告しなければならない。 

第41条第3項から第6項までを削り、同条を第38条とする。 

第42条から第48条までを削る。 

第49条を削り、第38条の次に次の1条を加える。 

(委託手数料の額) 

第39条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収

受する委託手数料の額を定めるときは、あらかじめその内容を市長に届け出なけ

ればならない。当該委託手数料の額を変更しようとする場合も同様とする。 

2 市長は、前項の委託手数料の額が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするも

のであるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に委託手数料の額の変更を

命ずることができる。 

第50条中「消費税額」の次に「(消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭

和25年法律第226号)の規定により当該取引に課税される消費税額及び地方消費税額

に相当する額をいう。以下同じ。)」を加え、同条を第40条とする。 

第51条を削り、第52条を第41条とし、第53条を第42条とする。 

第54条を削り、第42条の次に次の1条を加える。 

(卸業業者による売買取引等に関する公表) 

第43条 卸売業者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適

切な方法により公表しなければならない。 

(1) 営業日及び営業時間 

(2) 取扱品目 

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法 

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し、出荷者又は買受人が負担す

る費用の種類、内容及びその額 

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法 

(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含
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む。) 

(7)  その日の主要な品目の卸売予定数量 

(8)  その日の主要な品目の卸売の数量及び価格 

(9)  その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合に

あってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額 

第55条第1項中「委託者に対してその販売した日の翌日(売買仕切書及び売買仕切

金(消費税額を含む。以下同じ。)の送付について委託者との特約がある場合には、

その特約の期日)」を「委託者と決定した期日」に改め、「売買仕切金」の次に「(消

費税額を含む。以下同じ。)」を加え、同条に次の1項を加える。 

3 第1項に規定する売買仕切金の支払方法は、現金又は銀行振込その他の方法によ

るものとする。 

第55条を第44条とし、第56条を第45条とし、第57条を第46条とする。 

第58条の見出し中「即時」を削り、同条第1項中「卸売業者から買い受けた物品の

引受けの翌日(買受人と卸売業者との間に特約があるときは、その特約において定め

られた期日)」を「卸売業者と決定した期日」に改め、同条第2項中「届出書を市長

に提出しなければならない」を「書面を作成し、当該特約を結んでいる間、これを

保存しなければならない」に改め、同項後段中「届出」を「書面」に改め、同条第3

項中「届出」を「書面を必要により確認した結果、その内容」に、「とる」を「採

る」に改め、同条に次の1項を加える。 

4 第1項に規定する買受代金の支払方法は、現金又は銀行振込その他の方法による

ものとする。 

第58条を第47条とし、第59条を第48条とし、同条の次に次の1条を加える。 

(その他の決済の方法) 

第49条 市場における売買取引の決済は、第44条から前条までに定めるもののほか、

取引参加者当事者間で決定した支払い方法により、取引参加者当事者間で決定し

た支払期日までに行わなければならない。 

第60条第1項中「次に掲げる卸売をする物品の数量及び価格(消費税額を含む。)」

を「主要な品目について、品目ごとの卸売の予定数量」に改め、同項第1号及び第2

号を削り、同条第2項中「卸売業者は」の次に「、規則の定めるところにより」を加

え、「次に掲げる事項」を「主要な品目について、品目ごとの卸売の数量及び卸売
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価格」に改め、同項第1号及び第2号を削り、同条第3項中「、規則で定めるところに

より」を削り、同条を第50条とする。 

第61条を削り、第5章中第50条の次に次の1条を加える。 

(開設者による卸売予定数量等の公表) 

第51条 市長は、卸売業者から前条第1項及び第2項の規定による報告を受けたとき

は、その内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものと

する。 

第62条第1項中「市長は」を「卸売業者は」に、「取扱品目の部類及び当該卸売の

業務に係る施設」を「卸売の業務に係る施設」に改め、「方法として、」の次に「食

品衛生法(昭和22年法律第233号)に則して」を加え、「規則で定める」を「、市長に

届け出なければならない」に改め、同条第2項中「規則」を「規定」に改め、同条を

第52条とする。 

第63条を第53条とする。 

第64条第2項中「別表第4」を「別表第3」に、「別表第5」を「別表第4」に改め、

同条を第54条とする。 

第65条第2号中「第67条第1項」を「第57条第1項」に改め、同条を第55条とする。 

第66条を第56条とし、第67条から第72条までを10条ずつ繰り上げる。 

第73条中「第70条」を「第60条」に、「第71条」を「第61条」に改め、同条を第

63条とする。 

第74条を第64条とする。 

第75条第1項中「卸売業者」の次に「、買受人」を加え、同条第2項を削り、同条

を第65条とし、同条の次に次の1条を加える。 

(改善措置命令) 

第66条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認

めるときは、卸売業者、買受人及び附属営業人に対し、その業務又は会計に関し

必要な改善措置を採るべき旨を命ずることができる。 

第76条第1項中「違反したときは」の次に「、当該行為の中止、変更その他違反を

是正するため必要な措置を命じ」を加え、同項第1号中「第63条第1項」を「第8条第

1項」に改め、「使用の」及び「に係る施設」を削り、同項第2号中「第17条第1項」

を「第20条第1項」に改め、同項第3号中「第24条」を「第27条」に改め、同条を第
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67条とする。 

第77条中「県条例並びに」を削り、同条を第68条とし、第78条を第69条とする。 

第79条第2項中「市場に入場する者」を「取引参加者及び市場へ入場する者」に改

め、同条第3項中「市場に入場している者」を「取引参加者又は市場に入場している

者」に改め、同条を第70条とする。 

第80条を第71条とし、第81条を第72条とし、第82条を第73条とする。 

附則第2項中「第17条第1項」を「第20条第1項」に改め、附則第3項中「第24条第1

項」を「第27条第1項」に改め、附則第4項中「第8条第1項」を「第12条第1項」に、

「第26条第1項」を「第29条第1項」に改め、附則第5項中「第63条第1項」を「第53

条第1項」に改める。 

別表第1中「第29条、第42条」を「第32条」に改め、「きく類、ばら類、カーネー

ション並びに」を削る。 

別表第2中「第29条、第42条」を「第32条」に、「はち植もの、枝物」を「鉢植え

物及び枝物並びにその他関連商品」に改める。 

別表第3を削る。 

別表第4中「第64条」を「第54条」に改め、同表を別表第3とする。 

別表第5中「第64条」を「第54条」に改め、同表を別表第4とする。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の際現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正

する法律(平成30年法律第62号)第1条の規定による改正前の卸売市場法(以下「旧

卸売市場法」という。)第58条第1項の規定による許可を受けて飯塚市地方卸売市

場において卸売の業務(旧卸売市場法第4条第2項第4号に規定する卸売の業務をい

う。)を行っている者は、この条例の施行の時において、改正後の条例第8条第1

項の規定による許可を受けたものとみなす。 
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飯塚市地方卸売市場条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

目次 目次 

第1章 総則(第1条―第6条) 第1章 総則(第1条―第6条) 

第2章 卸売業者(第7条―第19条) 第2章 卸売業者(第7条―第16条) 

第3章 買受人(第20条―第26条) 第3章 買受人(第17条―第23条) 

第4章 附属営業人(第27条―第30条) 第4章 附属営業人(第24条―第27条) 

第5章 売買取引及び決済の方法(第31条―第51条) 第5章 売買取引及び決済の方法(第28条―第61条) 

第6章 卸売業務に関する品質管理(第52条) 第6章 卸売業務に関する品質管理(第62条) 

第7章 市場施設の使用(第53条―第57条) 第7章 市場施設の使用(第63条―第67条) 

第8章 市場運営審議会等(第58条―第63条) 第8章 市場運営審議会等(第68条―第73条) 

第9章 管理及び雑則(第64条―第73条) 第9章 管理及び雑則(第74条―第82条) 

附則 附則 

(目的) (目的) 

第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)に基

づき、飯塚市地方卸売市場(以下「市場」という。)における卸売業務及びこれに

付随する売買取引並びに施設の使用、管理等について定め、その適正でかつ健全

な運営を確保することにより生鮮食料品等の取引の適正化と流通の円滑化を図

り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。 

第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)及び

福岡県卸売市場条例(昭和46年福岡県条例第46号。以下「県条例」という。)に基

づいて飯塚市が開設する地方卸売市場における卸売業務及びこれに付随する売

買取引並びに施設の使用、管理等について定め、その適正でかつ健全な運営を確

保することにより生鮮食料品等の取引の適正化と流通の円滑化を図り、もって市

民等の生活の安定に資することを目的とする。 

(地方卸売市場の名称、位置) (地方卸売市場の名称、位置及び面積) 

第2条 市場の名称及び位置は、次のとおりとする。 第2条 飯塚市地方卸売市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。 

名称 飯塚市地方卸売市場 名称 飯塚市地方卸売市場 

位置 飯塚市菰田西3丁目6番1号 位置 飯塚市菰田西3丁目6番1号 

 面積 46,130平方メートル 

(取扱品目) (取扱品目) 

第3条 市場で取り扱う生鮮食料品等の部類及び取扱品目は、次のとおりとする。 第3条 飯塚市地方卸売市場(以下「市場」という。)で取り扱う生鮮食料品等の部

類及び取扱品目は、次のとおりとする。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 花き部 切花、花木、種苗及びこれらの加工品、その他の関連商品 (2) 花き部 切花、花木、種苗及びこれらの加工品 

2 (略) 2 (略) 

(開場の時間) (開場の時間) 

第5条 開場の時間は、各部とも午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、

市場業務の円滑な運営を確保するために必要があると認めるときは、これを臨時

第5条 開場の時間は、各部とも午前4時から午後4時までとする。ただし、市長は、

市場業務の円滑な運営を確保するために必要があると認めるときは、これを臨時
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に変更することができる。 に変更することができる。 

2 卸売業者(市長の許可を受け、市場において生鮮食料品等の卸売の業務を行う者

をいう。以下同じ。)が行う卸売のための販売開始時刻、せり開始時刻及び販売

終了の時刻は、前項の開場の時間の範囲内で規則で定めるものとする。 

2 卸売業者(法第58条第1項の規定により福岡県知事(以下「県知事」という。)の

許可を受けて、市場において生鮮食料品等の卸売の業務を行う者をいう。以下同

じ。)が行う卸売のための販売開始時刻、せり開始時刻及び販売終了の時刻は、

前項の開場の時間の範囲内で市長が別に定めることができる。 

 (市場関係者への通知) 

 第6条 市長は、開場の期日又は開場の時間を変更しようとするときは、その期日

又は時間を市場内の見やすい場所に掲示する等の方法により、あらかじめ関係者

に通知するものとする。 

(開設者の責務)  

第6条 市長は、市場の業務の運営に関し、卸売業者、買受人(市長の承認を受け、

市場において卸売業者から生鮮食料品等の卸売を受ける者をいう。以下同じ。)、

出荷者その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に

対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。 

 

(卸売業務の許可)  

第8条 市場において卸売の業務を行おうとする者は、取扱品目の部類ごとに、市

長の許可を受けなければならない。 

 

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより許可申請書を市

長に提出しなければならない。 

 

3 市長は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をし

てはならない。 

 

(1) 申請者が破産者で復権を得ない者であるとき。  

(2) 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せ

られた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくな

った日から起算して3年を経過しない者であるとき。 

 

(3) 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第

77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。 

 

(4) 申請者が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、その他の暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団を利

するおそれがあると認められる者であるとき。 

 

(5)  申請者が次条第1項又は第67条第1項第1号の規定による許可の取消しを受

けた日から起算して3年を経過しない者であるとき。 

 

(6)  申請者が法人である場合は、その業務を執行する役員のうちに第1号から前

号までのいずれかに該当する者があるとき。 

 

(7) 申請者が卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識、経験又は資力信用

を有しない者であるとき。 
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(8) 第１項の許可をすることによって卸売業者の数が前条に定める数を超える

こととなるとき。 

 

(卸売業務の許可の取消し)  

第9条 市長は、卸売業者が前条第3項第1号から第4号まで若しくは第6号に該当す

ることとなったとき、又はその業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有し

なくなったと認めるときは、前条第1項の許可を取り消すものとする。 

 

2 市長は、卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づ

く処分に違反し、業務の停止命令を受けた場合であって、当該違反行為の改善の

見込みがないときのほか、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の

許可を取り消すことができる。 

 

(1) 正当な理由がないのに前条第1項の許可を受けた日から起算して30日以内

に第12条第1項の保証金を預託しないとき。 

 

(2) 正当な理由がないのに前条第1項の許可を受けた日から起算して30日以内

にその業務を開始しないとき。 

 

(3) 正当な理由がないのに引き続き30日以上その業務を休止したとき。  

(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。  

3 前2項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により

行わなければならない。 

 

(名称変更等の届出)  

第10条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を

市長に届け出なければならない。 

 

  (1) 卸売の業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。  

(2) 名称又は住所を変更したとき。  

  (3) 定款、役員又は資本金若しくは出資金の額を変更したとき。  

2 卸売業者が死亡し、又は解散したときは、当該卸売業者の相続人又は清算人は、

遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 

 

(事業報告書の提出等)  

第11条 卸売業者は、年度ごとに事業報告書を作成し、事業年度経過後90日以内に

市長に提出しなければならない。 

 

2 卸売業者は、前項の事業報告書に係る閲覧の申し出があった場合には、貸借対

照表及び損益計算書について、次の各号に掲げる正当な理由がある場合を除き閲

覧させなければならない。 

 

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがない

と認められる者から閲覧の申出がなされた場合 

 

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目  
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的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合 

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合  

3 前項の閲覧は、インターネットの利用その他の適切な方法によりさせなければ

ならない。 

 

(入場保証金) (入場保証金) 

第12条 卸売業者は、第8条第1項の規定に基づき、卸売の業務の許可を受けた日か

ら起算して30日以内に誓約書を添えて入場保証金を預託しなければならない。 

第8条 卸売業者は、法第58条第1項の規定に基づき、県知事から卸売の業務の許可

を受けた日から起算して30日以内に誓約書を添えて入場保証金を預託しなけれ

ばならない。 

2～6 (略) 2～6 (略) 

第13条～第15条 (略) 第9条～第11条 (略) 

(せり人の登録) (せり人の登録) 

第16条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人(卸売業者が卸売場で生鮮食料

品等の卸売をするときにおいて、せり売の方法により販売する業務に従事させる

者をいう。以下同じ。)は、その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受

けている者でなければならない。 

第12条 卸売業者が市場において行う卸売のためのせり人は、県条例第22条第1項

の規定に基づくせり人の資格を有するとともに同条第2項の規定により県知事に

届出を行った者で、その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受けている

者でなければならない。 

2～4 (略) 2～4 (略) 

5 市長は、第2項の登録の申請があった場合においてその申請に係るせり人が次の

各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の

記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしては

ならない。 

5 市長は、第2項の登録の申請があった場合においてその申請に係るせり人が次の

各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の

記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしては

ならない。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられ

た者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった

日から起算して3年を経過しない者 

(2) 禁錮
こ

以上の刑に処せられた者又は法若しくは県条例の規定に違反して罰金

の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けるこ

とがなくなった日から起算して3年を経過しない者 

(3) 第18条又は第67条第2項の規定により登録の取消しを受け、又はその取消し

の日から起算して3年を経過しない者 

(3) 第14条又は第76条第2項の規定により登録の取消しを受けた者又はその取

消しの日から起算して3年を経過しない者 

(4) 買受人又はこれらの者の役員若しくは使用人である者 (4) 買受人(市場において卸売業者から生鮮食料品等の卸売を受けている者を

いう。以下同じ。)又はこれらの者の役員若しくは使用人である者 

(5) (略) (5) (略) 

第17条 (略) 第13条 (略) 

(せり人の登録の取消し) (せり人の登録の取消し) 

第18条 市長は、せり人が第16条第5項第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当す

ることとなったときは、その登録を取り消すものとする。 

第14条 市長は、せり人が第12条第5項第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当す

ることとなったときは、その登録を取り消すものとする。 

2 (略) 2 (略) 

(せり人の登録原簿からの消除) (せり人の登録原簿からの消除) 
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第19条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録原簿から消

除する。 

第15条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録原簿から消

除する。 

(1) 前条又は第67条第2項の規定による登録の取消しを受けたとき。 (1) 前条又は第76条第2項の規定による登録の取消しを受けたとき。 

(2)・(3) (略)  (2)・(3) (略)  

 (相対取引の場合における販売担当者) 

 第16条 卸売業者は、市場において取扱物品を相対による取引の方法(1の卸売業者

と1の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいい、以下「相対取引」とい

う。)で販売するときは、その販売に従事する者について、あらかじめ市長に届

け出なければならない。 

(買受人の承認) (買受人の承認) 

第20条 (略) 第17条 (略) 

2 (略) 2 (略) 

3 市長は、前項の申請があった場合においてその申請者が次の各号のいずれかに

該当するとき、又は承認申請書若しくは添付書類に虚偽の記載があり、若しくは

重要な事実の記載が欠けているときは、その承認をしないことができる。 

3 市長は、前項の申請があった場合においてその申請者が次の各号のいずれかに

該当するとき、又は承認申請書若しくは添付書類に虚偽の記載があり、若しくは

重要な事実の記載が欠けているときは、その承認をしないことができる。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は刑の執行を受け

ることがなくなった日から起算して3年を経過しない者 

(2) 禁錮
こ

以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は刑の執行を受け

ることがなくなった日から起算して3年を経過しない者 

(3) 第24条又は第67条第1項第2号の規定に基づき承認の取消しを受けた買受人

であって、承認の取消しを受けた日から1年を経過しない者 

(3) 第21条又は第76条第1項第2号の規定に基づき承認の取消しを受けた買受人

であって、承認の取消しを受けた日から1年を経過しない者 

(4)・(5) (略) (4)・(5) (略) 

(6) 買受人としての業務を適確に遂行する知識、技能、経験又は資力信用を有

しない者 

(6) 買受人としての業務を適格に遂行する知識、技能、経験又は資力信用を有

しない者 

(7) (略) (7) (略) 

第21条 (略) 第18条 (略) 

(買受人の記章) (買受人の記章) 

第22条 市長は、第20条第1項の規定により買受人の承認をしたときは、速やかに

買受人の身分を示す記章を貸与する。 

第19条 市長は、第17条第1項の規定により買受人の承認をしたときは、速やかに

買受人の身分を示す記章を貸与する。 

2・3 (略) 2・3 (略) 

(買受代理人の承認) (買受代理人の承認) 

第23条 (略) 第20条 (略) 

2 (略) 2 (略) 

3 買受代理人の承認の基準については、第20条第3項の規定を準用する。 3 買受代理人の承認の基準については、第17条第3項の規定を準用する。 

4 (略) 4 (略) 

(買受人等の承認の取消し) (買受人等の承認の取消し) 
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第24条 市長は、買受人又は買受代理人が第20条第3項各号のいずれかに該当する

こととなったとき、又は次の各号のいずれかに該当したときは、買受人若しくは

買受代理人に対してその買受けの承認を取り消し、取引を制限し、又は取引の停

止を命ずることができる。 

第21条 市長は、買受人又は買受代理人が第17条第3項各号のいずれかに該当する

こととなったとき、又は次の各号のいずれかに該当したときは、買受人若しくは

買受代理人に対してその買受けの承認を取り消し、取引を制限し、又は取引の停

止を命ずることができる。 

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 

 (4) 市場業務又は市場内における他人の業務を著しく妨害する行為があったと

き。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、法及びこの条例に違反する行為があったとき。 (5) 前各号に掲げるもののほか、法及び県条例並びにこの条例に違反する行為

があったとき。 

第25条 (略) 第22条 (略) 

(買受人等の業務の規制) (買受人等の業務の規制) 

第26条 買受人及び買受代理人は、市場に係る業務について次に掲げる行為をして

はならない。 

第23条 買受人及び買受代理人は、市場に係る業務について次に掲げる行為をして

はならない。ただし、第3号に掲げる行為については、市長に届け出たときは、

この限りでない。 

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略) 

 (3) 同一の生鮮食料品等の部類を取り扱う他の卸売市場の買受人となること。 

(3)・(4) (略) (4)・(5) (略) 

(附属営業人の許可) (附属営業人の許可) 

第27条 (略) 第24条 (略) 

2・3 (略) 2・3 (略) 

4 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の許可をしないものとする。 4 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の許可をしないものとする。 

(1) 第20条第3項第1号及び第2号に該当する者 (1) 第17条第3項第1号及び第2号に該当する者 

(2) 次条又は第67条第1項第3号の規定による許可の取消しを受けた者で、その

取消しの日から2年を経過しない者 

(2) 次条又は第76条第1項第3号の規定による許可の取消しを受けた者で、その

取消しの日から2年を経過しない者 

(附属営業人の許可の取消し等) (附属営業人の許可の取消し等) 

第28条 市長は、附属営業人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可

を取り消し、又はその業務を制限し、若しくは停止その他必要な措置を命ずるこ

とができる。 

第25条 市長は、附属営業人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可

を取り消し、又はその業務を制限し、若しくは停止その他必要な措置を命ずるこ

とができる。 

(1) 第20条第3項第1号及び第2号に該当するに至ったとき。 (1) 第17条第3項第1号及び第2号に該当するに至ったとき。 

(2)～(5) (略) (2)～(5) (略) 

(附属営業人の保証金) (附属営業人の保証金) 

第29条 附属営業人は、第27条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に保証

金を市長に預託しなければならない。 

第26条 附属営業人は、第24条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に保証

金を市長に預託しなければならない。 

2 第12条第2項から第6項まで及び第13条から第15条までの規定は、附属営業人に

ついて準用する。 

2 第8条第2項から第6項まで及び第9条から第11条までの規定は、附属営業人につ

いて準用する。 
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第30条・第31条 (略) 第27条・第28条 (略) 

(売買取引の方法) (売買取引の方法) 

第32条 (略) 第29条 (略) 

2 卸売業者は、前項第1号に掲げる物品(同号の一定の割合に相当する部分に限

る。)については、次に掲げる事由により、市長がせり売又は入札の方法による

ことが著しく不適当であると認めたときは、相対取引の方法によることができ

る。 

2 卸売業者は、前項第1号に掲げる物品(同号の一定の割合に相当する部分に限

る。)については、次に掲げる事由により、せり売又は入札の方法によることが

著しく不適当であると認めて、市長が承認したときは、相対取引によることがで

きる。 

(1)～(6) (略)  (1)～(6) (略)  

(7) 第38条第1項ただし書の規定により、市場の買受人以外の者に対して卸売を

する場合 

(7) 第41条第1項ただし書の規定により、市場の買受人以外の者に対して卸売を

する場合 

3 (略) 3 (略) 

4 市長は、第1項第1号で定める割合を定め、又は変更しようとするときは、第62

条に規定する飯塚市市場取引委員会の意見を聴くとともに、その数値を市場内の

見やすい場所に掲示するものとする。 

4 市長は、第1項第1号で定める割合を定め、又は変更しようとするときは、第72

条に規定する飯塚市市場取引委員会の意見を聴くとともに、その数値を市場内の

見やすい場所に掲示するものとする。 

5 (略) 5 (略) 

 (相対取引の承認申請) 

 第30条 前条第2項の市長の承認を受けようとする卸売業者は、次に掲げる事項を

記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。 

 (1) 申請者の名称 

 (2) 相対取引により販売をしようとする物品の品目、産地及び数量 

 (3) せり売又は入札の方法によることが著しく不適当である理由 

 (せり売の方法) 

 第31条 卸売のためのせり売は、公開を原則とし、発声による売買呼値は、数字に

基づく金額によらなければならない。 

 2 前項のせり売は、せり参加者に販売物品を明示して行わなければならない。せ

り落とし人は、最高価格の申込者をもってする。 

 3 卸売のせり人は、取引物品についてせり落とし人を決定したときは、直ちに当

該物品名、価格、数量を呼称確認するとともに、せり落とした買受人の氏名又は

名称若しくは商号を呼び上げなければならない。 

 (入札の方法) 

 第32条 卸売のための入札は、販売物品を明示し、内容を告知した後に入札者に対

して一定の入札用紙に入札者の氏名、入札金額その他の指示事項を記載させてこ

れを行わなければならない。 

 2 開札は、入札終了後直ちに行い、最高価格の入札者をもって落札人とする。最

高入札者が2人以上あるときは、抽選その他の方法により落札人を決定する。 
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 3 前2項の規定による入札は、せり人が管理し、入札が終了したときは、せり人は、

直ちに入札物品名、落札価格、数量を呼称確認するとともに、落札した買受人の

氏名又は名称若しくは商号を呼び上げ、遅滞なくそのてん末を記録しなければな

らない。 

 4 入札者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は、

無効とする。 

 (1) 入札者の氏名、入札金額その他の指示事項の記載がなく確認できないもの

であるとき。 

 (2) 入札者の氏名、入札金額その他の指示事項の記載が不明瞭で判読が困難で

あるとき。 

 5 卸売のための入札が、次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は、無

効とする。 

 (1) 入札に際しせり人以外の者が当該入札を管理したとき。 

 (2) 入札に際し談合その他の不正な行為が行われたとき。 

 (上場の順位) 

 第33条 上場の順位は、原則として入荷の順位による。ただし、商慣習による場合

は、この限りでない。 

 2 前項の規定にかかわらず、卸売業者は、入荷物品が腐敗するおそれがある場合

又は不当な価格を生ずるおそれがある場合においては、上場の順位を変更するこ

とができる。 

 (卸売物品の下見) 

 第34条 卸売業者は、卸売を行おうとするときは、販売開始する以前に当該物品の

下見を行わせなければならない。ただし、銘柄取引の場合は、この限りでない。 

 2 前項の卸売物品の下見を行わせなかった卸売業者は、当該物品の瑕疵を申し立

てる買受人に対抗することができない。 

第33条・第34条 (略) 第35条・第36条 (略) 

(受託物品の検収) (受託物品の検収) 

第35条 (略) 第37条 (略) 

2 前項の規定にかかわらず、卸売をする物品のうち、市場外で引渡しをする受託

物品であるときは、卸売業者は、当該物品の検収を委託者から当該物品の引渡し

を受ける者に委託して行うことができる。 

2 前項の規定にかかわらず、第43条第1項第3号の規定により卸売をする物品のう

ち、市場外で引渡しをする受託物品であるときは、卸売業者は、当該物品の検収

を委託者から当該物品の引渡しを受ける者に委託して行うことができる。 

 (売買取引の単位) 

 第38条 売買取引の単位は、重量による。ただし、重量によることが困難なものに

ついては、慣習に従い容器の個数又は物品の個数をもって単位とすることができ

る。 
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(許可に係る卸売以外の卸売の禁止) (許可に係る卸売以外の卸売の禁止) 

第36条 卸売業者は、市場内において行う第8条第1項の許可に係る生鮮食料品等の

卸売の業務をする場合を除き、市場内において当該許可に係る生鮮食料品等以外

の物品の卸売をしてはならない。 

第39条 卸売業者は、市場内において行う法第58条第1項の許可に係る生鮮食料品

等の卸売の業務をする場合を除き、市場内において当該許可に係る生鮮食料品等

以外の物品の卸売をしてはならない。 

(差別的取扱いの禁止) (差別的取扱いの禁止) 

第37条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は買受人その他の

卸売を受ける者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。 

第40条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は買受人に対して

不当に差別的な取扱いをしてはならない。 

2 (略) 2 (略) 

(卸売の相手方の制限) (卸売の相手方の制限) 

第38条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、買受人以外の者に対し

て卸売をしてはならない。ただし、買受人の買受けを不当に制限することとなら

ないときは、この限りではない。 

第41条 卸売業者は、市場における卸売の業務については買受人以外の者に対して

卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限

りでない。 

 (1) 次のいずれかの事情がある場合であって、市長が買受人の買受けを不当に

制限することとならないと認めて許可したとき。 

 ア 市場における入荷量が著しく多いか、又は市場に出荷された物品が、市場

の買受人にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがあ

るとき。 

 イ 市場の買受人に対して卸売をした後残品を生じたとき。 

 ウ 市場からの卸売の方法による以外は、入荷が困難である他の卸売市場へ、

市場の物品を当該他の卸売市場の卸売業者に卸売をする場合 

 (2) 卸売業者が他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあら

かじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づ

き、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者又は当該他の卸売市場の買

受人(卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき開設者の許可又

は承認を受けた者をいう。)に対して卸売をする場合であって、当該契約に基

づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。 

 ア 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸

売の実施期間(1月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の

措置が定められていること。 

 イ 卸売業者が市長に、第3項に規定するところにより申請し、第72条に規定

する飯塚市市場取引委員会の審議を経て当該契約に基づく卸売が市場にお

ける取引を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。 

 (3) 卸売業者が、農林業者等(農林業者又は農林業者を構成員とする農業協同組

合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、森林組合若しくは森

林組合連合会(これらの者の出資又は拠出に係る法人で農林業の振興を図るこ

とを目的とするものを含む。)をいう。以下同じ。)及び食品製造業者等(生鮮
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食料品等を原料又は材料として使用し、製造、加工又は販売の事業を行う者を

いう。以下同じ。)との間においてあらかじめ締結した新商品の開発に必要な

国内産の農林産物の供給に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して

卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たして

いるとき。 

 ア 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限及び

卸売の実施期間(1月以上1年未満のものに限る。)が定められていること。 

 イ 卸売業者が、第4項に規定するところにより市長に申請し、当該契約に基

づく卸売が市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を

受けていること。 

2 卸売業者は、前項ただし書による卸売をしたときは、規則で定めるところによ

り、市長に報告しなければならない。 

2 前項第1号の規定による許可を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところ

により、市長に申請しなければならない。 

 3 第1項第2号イの承認を受けようとする卸売業者は、他の卸売市場において卸売

の業務を行う者と締結した卸売の業務の連携に関する契約に係る契約書の写し

を添えて、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。当該申

請の内容を変更しようとする場合も同様とする。 

 4 第1項第3号イの規定による承認を受けようとする卸売業者は、農林業者等及び

食品製造業者等と締結した国内産の農林産物を利用した新商品の開発に関する

契約に係る契約書の写しを添えて、規則で定めるところにより、市長に申請しな

ければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。 

 5 第1項第1号の許可を受けた卸売業者は、その許可に係る物品の卸売をしたとき

は、その旨を市長に届け出なければならない。 

 6 第1項第2号イ又は第1項第3号イの承認を受けた卸売業者は、毎月、その承認に

係る品目の卸売の数量を翌月20日までに市長に届け出なければならない。 

 (販売開始前及び販売終了後の卸売の禁止) 

 第42条 卸売業者は、第5条第2項で定める販売開始の時刻以前及び販売終了の時刻

以後に取扱品目の部類に属する物品の卸売をしてはならない。ただし、取引の実

情に照らし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、市長がこれを承認し

たときは、この限りでない。 

 (1) 市場における買受人が他の卸売市場へ生鮮食料品等を出荷する場合であっ

て、当該他の卸売市場の販売開始時刻等からみて市場の販売開始前に卸売をす

ることがやむを得ないと認めるとき。 

 (2) 第29条第1項第1号及び第2号に規定する別表第1及び別表第2に掲げる物品

を卸売するとき。 

 (3) 販売終了後に入荷した物品であって通常の販売開始の時間に従っては腐敗

若しくは不当な価格を生ずるおそれがある場合又は品目若しくは品質が特殊
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な物品であって買受人が特定しているとき。 

 (4) 卸売業者と買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保し

た物品の卸売をするとき。 

 (市場外にある物品の卸売の禁止) 

 第43条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、市場内にある物品以外

の物品の卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

 (1) 市長が指定する場所にある物品を卸売するとき。 

 (2) 卸売業者が申請した場所にある物品(卸売業者が買受人との間においてあ

らかじめ締結した契約に基づき確保した物品に限る。)の卸売をすることにつ

いて、市場における効率的な売買取引のために必要であり、かつ、取引の秩序

を乱すおそれがないと市長が認めて承認したとき。 

 (3) 卸売業者が、電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技

術を利用する取引方法により別表第3に掲げる物品の卸売をしようとする場合

であって、市長があらかじめ第72条に規定する飯塚市市場取引委員会の意見を

聴いて市場における効率的な売買取引の為に必要であり、取引の秩序を乱すお

それがないと認めて承認したとき。 

 2 前項第1号の規定による指定を受けようとする卸売業者は、次に掲げる事項を記

載した申請書にその場所に係る施設の種類及び規模を記載した書面、指定の必要

性を記載した書面並びにその場所の位置を記入した図面を添えて、市長に提出し

なければならない。 

 (1) 申請者の名称 

 (2) その場所の所在地及びその場所にある施設の名称 

 (3) その場所に置く物品の種類 

 3 前項の規定による指定を受けた卸売業者は、その指定を必要としなくなったと

きは、次に掲げる事項を記載した申請書を遅滞なく市長に提出しなければならな

い。 

 (1) 申請者の名称 

 (2) その場所の所在地及びその場所にある施設の名称 

 (3) その場所に置く物品の種類 

 (4) 指定を必要としなくなった理由 

 4 第1項第2号の規定による承認を受けようとする卸売業者は、第2項各号に掲げる

事項を記載した承認申請書に、買受人との間においてあらかじめ締結した契約に

係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。 

 5 第1項第3号の規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるとこ

ろにより、市長に申請しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする
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場合も同様とする。 

 6 第1項第3号の規定による承認は、当該申請に係る取引が次に掲げる要件を満た

している場合に行うものとする。 

 (1) 当該取引に参加する機会が、市場の買受人に与えられていること。 

 (2) 当該取引に係る情報として、次に掲げる事項が提供されることが確実であ

ること。 

 ア 当該取引に係る物品の公正な価格形成を確保するために必要となる事項

として規則で定めるもの 

 イ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第17

5号)第19条の13第1項又は第2項の規定による基準が定められている物品に

ついては、同条第1項第1号に掲げる事項のうち規則で定めるもの 

 (3) 当該取引物品の引渡し方法が定められることが確実であること。 

 (4) 当該取引において事故等が発生した場合における処理方法が適正に定めら

れていること。 

 (5) 市長による当該取引の内容の閲覧が可能であること。 

 (卸売業者についての卸売の相手方としての買受の禁止) 

 第44条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、市場において、その許可に係

る取扱品目の部類に属する物品についてされる卸売の相手方として、物品の買受

けをしてはならない。 

 (卸売業者の買受物品等の制限) 

 第45条 卸売業者は、市場において法第58条第1項の許可に係る取扱物品の卸売を

したときは、規則で定めるところにより、市長が卸売の適正かつ健全な運営を阻

害するおそれがないと認める場合を除くほか、買受人から当該卸売に係る物品の

販売を引き受け、又は買い受けてはならない。 

 (委託手数料以外の報償の収受の禁止) 

 第46条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、そ

の委託者から第49条に規定する委託手数料以外の報償を受けてはならない。 

 (条件付受託物品の卸売) 

 第47条 卸売業者は、委託を受けた卸売物品に販売指定価格(消費税額(消費税法

(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により当該

取引に課税される消費税額及び地方消費税額に相当する額をいう。以下同じ。)

を含まない。以下同じ。)又は販売最低価格(消費税額を含まない。以下同じ。)

の指定等の条件があるときは、当該卸売物品の販売に先立ち、あらかじめ買受人

に対しその旨を告知しなければならない。 

 2 前項の告知を怠った卸売業者は、販売指定価格又は販売最低価格等の条件が付

加されていることをもって、買受人のせり落し価格又は落札価格に対抗すること
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ができない。 

 3 卸売業者は、第1項の条件付受託物品についてその条件により販売することがで

きないときは、その旨を委託者に通知してその指示を受けなければならない。 

 (販売開始時刻前の卸売及び買受人以外の者への卸売の場合の売買仕切価格) 

 第48条 第41条第1項ただし書の規定により卸売した場合又は第42条の規定により

卸売したときの当該物品の売買仕切価格(消費税額を含む。)は、受託した物品と

同種の物品についてその日にせり売又は入札の方法若しくは相対取引(せり売又

は入札若しくは相対取引以外の方法により卸売された場合を含む。)により形成

された卸売価格(消費税額を含む。)を基準として、委託者に経済的損失を与えな

いように算定した価格によらなければならないものとする。 

 (委託手数料の率) 

 第49条 卸売業者が、委託者から収受する委託手数料は、売上金額(消費税額を含

まない。)に100分の10以内において規則で定める定率を乗じて得た金額に、100

分の110を乗じて得た金額とする。 

(委託手数料の額)  

第39条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収

受する委託手数料の額を定めるときは、あらかじめその内容を市長に届け出なけ

ればならない。当該委託手数料の額を変更しようとする場合も同様とする。 

 

2 市長は、前項の委託手数料の額が委託者に対して不当に差別的な取扱いをする

ものであるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に委託手数料の額の変更

を命ずることができる。 

 

(卸売代金の変更の禁止) (卸売代金の変更の禁止) 

第40条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金(消費税額(消費税法(昭和63年法

律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により当該取引に課税さ

れる消費税額及び地方消費税額に相当する額をいう。以下同じ。)を含まない。)

を変更してはならない。ただし、取引終了後において取引物品に瑕疵等の正当な

理由があると市長が認めたときは、この限りでない。 

第50条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金(消費税額を含まない。)を変更し

てはならない。ただし、取引終了後において取引物品に瑕疵等の正当な理由があ

ると市長が認めたときは、この限りでない。 

 (せり売又は入札に関する異議の申立て) 

 第51条 せり売又は入札に参加した買受人等で、当該せり又は入札の結果について

異議があるときは、その理由を明らかにして、市長に申立てをすることができる。 

 2 前項の異議の申立てを受けた場合において、市長は、当該申立てに正当な理由

があると認めるときは、卸売業者に対して同項のせり売又は入札の取引を解除し

て再度上場を命ずることができる。 

第41条・第42条 (略)  第52条・第53条 (略) 

 (買受物品の引取り及び再販売) 

 第54条 売買が成立したときは、買受人は、直ちにその物品を引き取らなければな
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らない。 

   2 卸売業者は、規則で定めるところにより、買受人が買受物品の引取りを怠った

と認めたときは、買受人の費用(消費税額を含む。)でその物品を保管し、又は催

告しないで売買を解除して再販売をすることができる。 

 3 前項の再販売をした場合において、差損金があったときは、当該物品の引取り

を怠った買受人がこれを負担する。 

(卸売業者による売買取引等に関する公表)  

第43条 卸売業者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適

切な方法により公表しなければならない。 

 

(1) 営業日及び営業時間  

(2) 取扱品目  

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法  

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し、出荷者又は買受人が負担

する費用の種類、内容及びその額 

 

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法  

(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含

む。) 

 

(7) その日の主要な品目の卸売予定数量  

(8) その日の主要な品目の卸売の数量及び価格  

(9) その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合に

あってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額 

 

(売買仕切書及び送金) (売買仕切書及び送金) 

第44条 卸売業者は、受託物品を販売したときは、委託者と決定した期日までに、

売買仕切書及び売買仕切金(消費税額を含む。以下同じ。)を送付しなければなら

ない。 

第55条 卸売業者は、受託物品を販売したときは、委託者に対してその販売した日

の翌日(売買仕切書及び売買仕切金(消費税額を含む。以下同じ。)の送付につい

て委託者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、売買仕切書及び売

買仕切金を送付しなければならない。 

2 (略) 2 (略) 

3 第1項に規定する売買仕切金の支払方法は、現金又は銀行振込その他の方法によ

るものとする。 

 

第45条・第46条 (略) 第56条・第57条 (略) 

(買受代金の支払義務) (買受代金の即時支払義務) 

第47条 買受人は、卸売業者と決定した期日までに、買い受けた物品の代金(消費

税額を含む。)を支払わなければならない。 

第58条 買受人は、卸売業者から買い受けた物品の引受けの翌日(買受人と卸売業

者との間に特約があるときは、その特約において定められた期日)までに買い受

けた物品の代金(消費税額を含む。)を支払わなければならない。 

2 卸売業者は、買受代金の支払について買受人と特約を結んだときは、次に掲げ 2 卸売業者は、買受代金の支払について買受人と特約を結んだときは、次に掲げ
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る事項を記載した書面を作成し、当該特約を結んでいる間、これを保存しなけれ

ばならない。当該書面の内容を変更したときも同様とする。 

る事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。当該届出の内容を変

更したときも同様とする。 

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略) 

3 市長は、前項の書面を必要により確認した結果、その内容が次の各号のいずれ

かに該当する場合は、特約の基準の変更その他必要な改善措置を採るべき旨を命

ずることができる。 

3 市長は、前項の届出が次の各号のいずれかに該当する場合は、特約の基準の変

更その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。 

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略) 

4 第1項に規定する買受代金の支払方法は、現金又は銀行振込その他の方法による

ものとする。 

 

第48条 (略) 第59条 (略) 

(その他の決済の方法)  

第49条 市場における売買取引の決済は、第44条から前条までに定めるもののほ

か、取引参加者当事者間で決定した支払い方法により、取引参加者当事者間で決

定した支払期日までに行わなければならない。 

 

(卸売予定数量等の報告) (卸売予定数量等の報告) 

第50条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、主要な品目について、

品目ごとの卸売の予定数量を市長に報告しなければならない。 

第60条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる卸売をす

る物品の数量及び価格(消費税額を含む。)を速やかに市長に報告しなければなら

ない。 

 (1) 当日卸売をする物品 

 (2) 第43条の規定により市長の承認を受けて当日卸売をする物品 

2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、主要な品目について、品

目ごとの卸売の数量及び卸売価格を市長に報告しなければならない。 

2 卸売業者は、毎開場日、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。 

 (1) 当日卸売をした物品について、売買取引の方法ごとの卸売の数量及び卸売

価格 

 (2) 第43条の規定による市長の承認を受けて当日卸売をした物品について、当

該卸売に係る卸売の数量及び卸売価格 

3 卸売業者は、毎月5日までに前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売をした物

品の数量及び金額(消費税額を含む。)を市長に報告しなければならない。 

3 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月5日までに前月中に卸売をした物

品の市況並びに卸売をした物品の数量及び金額(消費税額を含む。)を市長に報告

しなければならない。 

 (卸売業者による卸売予定数量等の公表) 

 第61条 市長は、卸売業者に指示し、毎開場日、次に掲げる物品について主要品目

の数量及びその主要な産地等を卸売開始前に掲示するものとする。 

 (1) 当日卸売をする物品 

 (2) 第43条の規定による市長の承認を受けて当日卸売をする物品 

 2 市長は、市場における売買取引が終了したときは、卸売業者に指示し、次に掲
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げる事項を公表するものとする。 

 (1) 当日卸売をした物品について、主要な品目ごとの主要な産地、卸売の数量

並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格 

 (2) 第43条の規定による市長の承認を受けて当日卸売をした物品について、主

要な品目ごとの当日卸売に係る卸売の数量並びに高値、中値及び安値に区分し

た卸売価格 

(開設者による卸売予定数量等の公表)  

第51条 市長は、卸売業者から前条第1項及び第2項の規定による報告を受けたとき

は、その内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものと

する。 

 

(卸売業務に関する物品の品質管理) (卸売業務に関する物品の品質管理) 

第52条 卸売業者は、卸売の業務に係る施設ごとに卸売の業務に係る物品の品質管

理の方法として、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に則して次に掲げる事項を、

市長に届け出なければならない。 

第62条 市長は、取扱品目の部類及び当該卸売の業務に係る施設ごとに卸売の業務

に係る物品の品質管理の方法として、次に掲げる事項を規則で定める。 

(1)～(4) (略)  (1)～(4) (略) 

2 卸売業者その他の市場関係事業者は、前項の規定で定める物品の品質管理の方

法に従わなければならない。 

2 卸売業者その他の市場関係事業者は、前項の規則で定める物品の品質管理の方

法に従わなければならない。 

第53条 (略) 第63条 (略)  

(市場施設の使用料) (市場施設の使用料) 

第54条 (略) 第64条 (略) 

2 前項の使用料は、別表第3及び別表第4のとおりとし、別表第3の使用料について

は月単位で、別表第4の使用料については年単位で徴収する。 

2 前項の使用料は、別表第4及び別表第5のとおりとし、別表第4の使用料について

は月単位で、別表第5の使用料については年単位で徴収する。 

3～8 (略)  3～8 (略)  

(使用料の減免) (使用料の減免) 

第55条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することが

できる。 

第65条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することが

できる。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 第57条第1項の規定による使用停止の期間が引き続き3日以上にわたったと

き。 

(2) 第67条第1項の規定による使用停止の期間が引き続き3日以上にわたったと

き。 

(3) (略) (3) (略) 

第56条～第62条 (略) 第66条～第72条 (略) 

(委員会への準用規定) (委員会への準用規定) 

第63条  第60条及び第61条の規定は、委員会に準用する。この場合において、これ

らの規定中「審議会」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。 

第73条  第70条及び第71条の規定は、委員会に準用する。この場合において、これ

らの規定中「審議会」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。 

第64条 (略) 第74条 (略) 
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(報告及び検査) (報告及び検査) 

第65条 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認め

たときは、卸売業者、買受人及び附属営業人に対し、その業務若しくは財産の状

況に関する報告を求め、又は市長が指定する職員をしてその業務に関する帳簿、

書類その他の物件を検査させることができる。 

第75条 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認め

たときは、卸売業者及び附属営業人に対し、その業務若しくは財産の状況に関す

る報告を求め、又は市長が指定する職員をしてその業務に関する帳簿、書類その

他の物件を検査させることができる。 

 2 前項の規定に基づき、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があ

ると認めたときは、それぞれ当該人に対し、その業務若しくは会計に関し必要な

改善措置を執るべき旨を指示することができる。 

(改善措置命令)  

第66条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認

めるときは、卸売業者、買受人及び附属営業人に対し、その業務又は会計に関し

必要な改善措置を採るべき旨を命ずることができる。 

 

(監督処分) (監督処分) 

第67条 市長は、卸売業者、買受人及び附属営業人がこの条例若しくはこの条例に

基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該行為の中止、変更そ

の他違反を是正するため必要な措置を命じ、これらの者に対し、次に掲げる処分

をすることができる。 

第76条 市長は、卸売業者、買受人及び附属営業人がこの条例若しくはこの条例に

基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、これらの者に対し、次に

掲げる処分をすることができる。 

(1) 卸売業者に対しては、第8条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を

定めてその許可の全部若しくは一部の停止を命ずること。 

(1) 卸売業者に対しては、第63条第1項の使用の許可を取り消し、又は6月以内

の期間を定めてその許可に係る施設の全部若しくは一部の使用の停止を命ず

ること。 

(2) 買受人に対しては、第20条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を

定めて市場への入場の停止を命ずること。 

(2) 買受人に対しては、第17条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を

定めて市場への入場の停止を命ずること。 

(3) 附属営業人に対しては、第27条の規定に基づく許可を取り消し、又は6月以

内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の使用の停止を命ずること。 

(3) 附属営業人に対しては、第24条の規定に基づく許可を取り消し、又は6月以

内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の使用の停止を命ずること。 

2・3 (略) 2・3 (略) 

(処分による損害賠償責任) (処分による損害賠償責任) 

第68条 市場関係者が、法及びこの条例に基づいて行う処分によって損害を受ける

ことがあっても市は、その賠償の責めを負わない。 

第77条 市場関係者が、法及び県条例並びにこの条例に基づいて行う処分によって

損害を受けることがあっても市は、その賠償の責めを負わない。 

第69条 (略) 第78条 (略) 

(市場秩序の保持) (市場秩序の保持) 

第70条 (略) 第79条 (略) 

2 取引参加者及び市場に入場する者(車両を含む。)は、市場の秩序を乱し、又は

公共の利益を害する行為をしてはならない。 

2 市場に入場する者(車両を含む。)は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害

する行為をしてはならない。 

3 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益を図るため必要があるときは、取引参

加者又は市場に入場している者(車両を含む。)に対し退去を命じ、その他必要な

措置を命ずることができる。 

3 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益を図るため必要があるときは、市場に

入場している者(車両を含む。)に対し退去を命じ、その他必要な措置を命ずるこ

とができる。 
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第71条～第73条 (略) 第80条～第82条 (略) 

附 則 附 則 

1 (略) 1 (略) 

(経過措置) (経過措置) 

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市

地方卸売市場条例(昭和48年飯塚市条例第14号。以下「合併前の条例」という。)

第15条第1項の承認を受けて買受人となっている者は、この条例第20条第1項の承

認を受けた買受人とみなす。 

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市

地方卸売市場条例(昭和48年飯塚市条例第14号。以下「合併前の条例」という。)

第15条第1項の承認を受けて買受人となっている者は、この条例第17条第1項の承

認を受けた買受人とみなす。 

3 施行日の前日までに、合併前の条例第22条第1項の許可を受けて附属営業人とな

っている者は、この条例第27条第1項の許可を受けた附属営業人とみなす。 

3 施行日の前日までに、合併前の条例第22条第1項の許可を受けて附属営業人とな

っている者は、この条例第24条第1項の許可を受けた附属営業人とみなす。 

4 施行日の前日までに、合併前の条例第7条第1項及び第24条第1項の規定により卸

売業者及び附属営業人が預託している保証金については、この条例第12条第1項

及び第29条第1項に規定する保証金とみなす。 

4 施行日の前日までに、合併前の条例第7条第1項及び第24条第1項の規定により卸

売業者及び附属営業人が預託している保証金については、この条例第8条第1項及

び第26条第1項に規定する保証金とみなす。 

5 施行日の前日までに、合併前の条例第56条第1項の規定による市場施設の使用許

可を受けている者は、この条例第53条第1項の許可を受けた者とみなす 

5 施行日の前日までに、合併前の条例第56条第1項の規定による市場施設の使用許

可を受けている者は、この条例第63条第1項の許可を受けた者とみなす 

6 (略) 6 (略) 

別表第1(第32条関係) 別表第1(第29条、第42条関係) 

種類 品目 

野菜 近郊産地の個選品目 

果実 近郊産地の個選品目 

花き 別表第2に規定する品目以外の品目 

 
 

種類 品目 

野菜 近郊産地の個選品目 

果実 近郊産地の個選品目 

花き きく類、ばら類、カーネーション並びに別表第2に規定する品目以外の品

目 
 

別表第2(第32条関係) 別表第2(第29条、第42条関係) 

種類 品目 

野菜 別表第1に規定する品目以外の品目 

果実 別表第1に規定する品目以外の品目 

花き 種苗類、鉢植え物及び枝物並びにその他の関連商品 
 

種類 品目 

野菜 別表第1に規定する品目以外の品目 

果実 別表第1に規定する品目以外の品目 

花き 種苗類、はち植もの、枝物 
 

 別表第3(第43条関係) 

 種類 品目 

野菜 かんしょ、ばれいしょ、かぼちゃ、にんじん、ごぼう、さといも、やま

のいも、たまねぎ、まめもやし、かいわれだいこん、なめこ、えのきだ

け、ひらたけ及びぶなしめじ並びに野菜の加工品及び鳥卵 

  

  

果実 かんきつ類、りんご、かき、くり、パインアップル、バナナ、キウイフ
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ルーツ及び冷凍果実並びに果実の加工品 

  

花き 花きのうち種苗、はち植のもの、枝物(花又は紅葉若しくは黄葉した葉の

付いたものを除く。)及び乾燥、染色その他の方法で加工されたもの 
 

別表第3(第54条関係) (略) 別表第4(第64条関係) (略) 

別表第4(第54条関係) (略) 別表第5(第64条関係) (略) 

附 則  

(施行期日)  

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。  

(経過措置)  

2 この条例の施行の際現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正

する法律(平成30年法律第62号)第1条の規定による改正前の卸売市場法(以下「旧

卸売市場法」という。)第58条第1項の規定による許可を受けて飯塚市地方卸売市

場において卸売の業務(旧卸売市場法第4条第2項第4号に規定する卸売の業務を

いう。)を行っている者は，この条例の施行の時において、改正後の条例第8条第

1項の規定による許可を受けたものとみなす。 
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